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新発田市地域防災計画修正点 新旧対照表
【資料編】
※頁は現行計画（令和 7年 5月修正）についてのもの

頁 内容 新 旧 修正理由

7 新発田市
災害対策
本部運営
規程

（本部の職員）
第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、地域安全課を所管する副市長（以下「防災監」という。）、
防災監以外の副市長及び教育長をもって充てる。

２ 防災監、防災監以外の副市長及び教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、地域安全課長（以下「副防災監」
という。）が副本部長の職務を代行する。

３・４ （略）
（削除）

（本部の職員）
第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、（追加）副市長（追加）及び教育長をもって充てる。

２ （追加）副市長及び教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、地域安全課長が副本部長の職務を代行する。

３・４ （略）
５ 副市長を防災監とし、地域安全課長を副防災監とする。

市災害対
策本部運
営規程の
一部改正
に伴う修
正

21 新発田市
災害対策
本部組織
図

市災害対
策本部運
営規程の
一部改正
に伴う修
正

【災害対策本部】

本部長 本部員

　市長 　対策部長

　　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長、商工振興課長
　　水道局長、総務課長、財務課長、みらい創造課長

　　市民まちづくり支援課長、農林水産課長、地域整備課長

副本部長

　副市長（防災監）

　副市長 　  

　教育長 　本部事務局長

　　地域安全課長(副防災監)

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局
防災会議連絡員室

　防災班、各対策部情報連絡員

【警戒本部会議（連絡調整会議）】
総合調整

警戒本部長

　副市長（防災監）

警戒副本部長

　地域安全課長（副防災監）

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局 防災会議

連絡員室　防災班、各対策部情報連絡員

対策部

※各班において、別表（第8条、第9条、第10条関係）の分掌事務の業務を行う。

本部員
　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長

　商工振興課長、水道局長、総務課長、財務課長
　みらい創造課長、市民まちづくり支援課長

　農林水産課長、地域整備課長
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【災害対策本部】

本部長 本部員

　市長 　対策部長

　　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長、商工振興課長

　　水道局長、総務課長、財務課長、みらい創造課長
　　市民まちづくり支援課長、農林水産課長、地域整備課長

副本部長

　副市長（防災監）

（追加） 　  

　教育長 　本部事務局長

　　地域安全課長(副防災監)

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局
防災会議連絡員室

　防災班、各対策部情報連絡員

【警戒本部会議（連絡調整会議）】
総合調整

警戒本部長

　副市長（防災監）

警戒副本部長

　地域安全課長（副防災監）

※その他必要に応じてその都度市長が指名する者

対策本部事務局 防災会議
連絡員室　防災班、各対策部情報連絡員

対策部

※各班において、別表（第8条、第9条、第10条関係）の分掌事務の業務を行う。

本部員

　教育次長、議会事務局長、社会福祉課長
　商工振興課長、水道局長、総務課長、財務課長

　みらい創造課長、市民まちづくり支援課長
　農林水産課長、地域整備課長
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頁 内容 新 旧 修正理由

64 土砂災害
警戒区域
及び特別
警戒区域
の一覧

⑵ 土砂災害警戒区域等一覧 ⑵ 土砂災害警戒区域等一覧 実態に合
わせて修
正

メッシュ
番 号 該当する自治会名 区域名 自然現象の種類 警戒区域

（ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ）
特別警戒区域
（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）

ヒ-16 万代 万代⑶ 急傾斜地の崩壊 ○ ○
万代⑵ 土石流 ○ ―
万代(1) 急傾斜地の崩壊 ○ ○
万代⑵ 急傾斜地の崩壊 ○ ○
万代⑴ 土石流 ○ ―
万代⑶ 土石流 ○ ―
万代⑷ 土石流 ○ ―

（削除） （削除） （削除） （削除） （削除）
上中山区会 北本田沢 土石流 ○ ―

南本田沢 土石流 ○ ―
中本田沢 土石流 ○ ―
増川 土石流 ○ ―
中居 土石流 ○ ○
中居 急傾斜地の崩壊 ○ ○
中居⑵ 土石流 ○ ―

月岡温泉区自治会 月岡 急傾斜地崩壊 ○ ○
滝沢区 滝沢 急傾斜地崩壊 ○ ○

フ-15 下新保自治会 下新保 急傾斜地の崩壊 ○ ○
いわい団地町内会 五十公野-3 急傾斜地の崩壊 ○ ○

五十公野-1 急傾斜地の崩壊 ○ ○
水目沢 土石流 ○ ○

七軒町 七軒町 急傾斜地の崩壊 ○ ○
五十公野-4 急傾斜地の崩壊 ○ ○

古寺 五十公野-2 急傾斜地の崩壊 ○ ○
古寺 地すべり ○ ―

八幡自治会 八幡 急傾斜地崩壊 ○ ○
浦自治会 浦 急傾斜地崩壊 ○ ○

浦⑵ 急傾斜地崩壊 ○
上町区自治会 五十公野-1～3 急傾斜地崩壊 ― ―
下町 五十公野-3 急傾斜地崩壊 ○ ○
戸板沢区 狐沢 急傾斜地の崩壊 ○ ○

メッシュ
番 号 該当する自治会名 区域名 自然現象の種類 警戒区域

（ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ）
特別警戒区域
（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）

ヒ-16 万代 万代⑶ 急傾斜地の崩壊 ○ ○
万代⑵ 土石流 ○ ―
万代(1) 急傾斜地の崩壊 ○ ○
万代⑵ 急傾斜地の崩壊 ○ ○
万代⑴ 土石流 ○ ―
万代⑶ 土石流 ○ ―
万代⑷ 土石流 ○ ―

月岡区 月岡 急傾斜地の崩壊 ○ ○
上中山区会 北本田沢 土石流 ○ ―

南本田沢 土石流 ○ ―
中本田沢 土石流 ○ ―
増川 土石流 ○ ―
中居 土石流 ○ ○
中居 急傾斜地の崩壊 ○ ○
中居⑵ 土石流 ○ ―

月岡温泉区自治会 月岡 急傾斜地崩壊 ○ ―
滝沢区 滝沢 急傾斜地崩壊 ○ ○

フ-15 下新保自治会 下新保 急傾斜地の崩壊 ○ ○
いわい団地町内会 五十公野-3 急傾斜地の崩壊 ○ ○

五十公野-1 急傾斜地の崩壊 ○ ○
水目沢 土石流 ○ ○

七軒町 七軒町 急傾斜地の崩壊 ○ ○
五十公野-4 急傾斜地の崩壊 ○ ○

古寺 五十公野-2 急傾斜地の崩壊 ○ ○
古寺 地すべり ○ ―

八幡自治会 八幡 急傾斜地崩壊 ○ ○
浦自治会 浦 急傾斜地崩壊 ○ ○

浦⑵ 急傾斜地崩壊 ○
上町区自治会 五十公野-1～3 急傾斜地崩壊 ― ―
（追加） （追加） （追加） （追加） （追加）
戸板沢区 狐沢 急傾斜地の崩壊 ○ ○
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頁 内容 新 旧 修正理由

72 孤立危険

集落

２-９ 孤立危険集落

令和 7 年 11 月 1 日現在(資料；市民まちづくり支援課、住民基本台帳)

２-９ 孤立危険集落

令和 6 年 11 月 22 日現在(資料；市民まちづくり支援課、住民基本台帳)

時点修正

集落名 総戸数 住民数 雪崩による
孤立可能性

小国谷 2 3 なし
溝足 14 32 なし
小出 49 131 なし
上荒沢 31 76 なし
上赤谷（不動橋含む） 79 153 なし
新荒川 10 19 なし
滝谷新田 41 78 なし
滝谷 15 27 なし
中々山 34 64 なし
茗荷谷 27 84 なし
箱岩 34 82 なし
田貝 51 138 なし

集落名 総戸数 住民数 雪崩による
孤立可能性

小国谷 2 3 なし
溝足 14 35 なし
小出 49 135 なし
上荒沢 30 81 なし
上赤谷（不動橋含む） 84 164 なし
新荒川 9 21 なし
滝谷新田 48 97 なし
滝谷 16 28 なし
中々山 36 68 なし
茗荷谷 27 86 なし
箱岩 33 83 なし
田貝 51 140 なし
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頁 内容 新 旧 修正理由

74 宅地等浸
水危険箇
所

２-11 宅地等浸水危険箇所

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：下水道課、商工振興課、維持管理課）

２-11 宅地等浸水危険箇所

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：下水道課、商工振興課、維持管理課）

時点修正

大字（町名）
排水の状況 保全対象

摘要 担当課面積
（ha）

排水
方法

人家
（戸）

公共
建築物

豊町 7.6 自然
排水

126 豊町 1号雨水幹線
L=756m

豊町 2号雨水幹線
L=580m

下水道課

五十公野
東新町

2.5
1.3

〃 56
29

三尺川雨水幹線
L＝3,020ｍ

東新町 1.0 〃 22 板敷雨水幹線
L＝405ｍ

舟入町 2.3 〃 60 水押川１号雨水幹線
L＝1,134ｍ

中曽根町 5.18 〃 114 舟入川 1号雨水幹線
L＝2,296ｍ

中曽根町
（中曽根町） (2.3) 49

中曽根 1号雨水幹線
L＝777m

豊町
（豊町）
東新町
（東新町）

2.9

2.7

〃

〃
50

90

塚の目 1号雨水幹線
L＝1,439ｍ

塚の目 2号雨水幹線
L＝1,512ｍ

城北町
（城北町） 2.1

〃
70

城北 2号雨水幹線
L＝187ｍ

緑町 9.0

5.5

〃

〃

154

129

緑町雨水幹線
L=925m

(緑町第 2排水区)
島潟 14.5 〃 41 野田第 73号排水路

L＝416m
商工振興課

板敷 0.5 〃 5 野田第 62号排水路
L＝221m

藤塚浜 2.1 〃 13 2 松塚漁港臨港道路 維持管理課

下小中山 26.6 〃 197 法定外水路

緑町 2丁目 9.0 強制
排水

148 3 緑町第 2排水区

上中山 2.2 〃 28 上中山（見城）地内
横岡 2.4 自然

排水
13 1 普通河川下谷川

藤塚浜 28.0 強制
排水

25 藤塚浜工業団地

大字（町名）
排水の状況 保全対象

摘要 担当課面積
（ha）

排水
方法

人家
（戸）

公共
建築物

豊町 7.6 自然
排水

126 新発田川雨水幹線
L=1,220m

豊町（追加）雨水幹線
L=1,213m

下水道課

五十公野
東新町

2.5
1.3

〃 56
29

三尺川雨水幹線
L＝3,020ｍ

東新町 1.0 〃 22 板敷雨水幹線
L＝405ｍ

舟入町 2.3 〃 60 水押川１号雨水幹線
L＝993ｍ

中曽根町 5.18 〃 114 舟入川（追加）雨水幹線
L＝1,116.5ｍ

中曽根町
（中曽根町） (2.3) 49

中曽根 1号雨水幹線
L＝520m

豊町
（豊町）
東新町
（東新町）

2.9

2.7

〃

〃
50

90

塚の目 1号雨水幹線
L＝1,439ｍ

塚の目 2号雨水幹線
L＝1,512ｍ

城北町
（城北町） 2.1

〃
70

城北 2号雨水幹線
L＝187ｍ

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） （追加）

島潟 14.5 〃 41 野田第 73号排水路
L＝416m

商工振興課

板敷 0.5 〃 5 野田第 62号排水路
L＝221m

藤塚浜 2.1 〃 13 2 松塚漁港臨港道路 維持管理課

下小中山 26.6 〃 197 法定外水路

緑町 2丁目 9.0 強制
排水

148 3 緑町第 2排水区

上中山 2.2 〃 28 上中山（見城）地内
横岡 2.4 自然

排水
13 1 普通河川下谷川

藤塚浜 28.0 強制
排水

25 藤塚浜工業団地
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頁 内容 新 旧 修正理由

75 浸水想定
区域にお
ける要配
慮者利用
施設等

ア 障がい者福祉施設 ア 障がい者福祉施設 時点修正

79 除雪機械

保有状況

⑴ 市道

（資料：令和 7年度新発田市道路除雪計画書）

⑵ 一般国道、主要地方道、一般県道（新発田地域振興局管内）

（資料：令和 7年度冬期道路交通確保計画書(新発田地域振興局地域整備部)）

⑴ 市道

（資料：令和 6年度新発田市道路除雪計画書）

⑵ 一般国道、主要地方道、一般県道（新発田地域振興局管内）

（資料：令和 6年度冬期道路交通確保計画書(新発田地域振興局地域整備部)）

時点修正

浸水深 施設名 所在地 避難確保計画
～0.5m スマイル３ 大手町 6-5-17 ○

スマイル８ 弓越 1315-104 ○
コンフォーテラス 城北町 2-8-16 ○
中井さくら園 小舟町 2-9-13 ○
パル comfy 陽だまり苑
（高齢者福祉施設と重複）

中央町 5-4-2 ○

放課後等デイサービスらくら 城北町 2-8-16 ○
にこふるビーム 東新町 4-4-5 ○
放課後等デイサービスにこふるポップ 東新町 4-4-5 ○
生活訓練施設らいと 押廻 1357 ○

0.5～3m スマイル１ 緑町 2-3-10 ○
さんさん館 i（グループホーム棟含む） 島潟 1454 ほか４筆 ○
ココン新発田 新栄町 1-10-16 ○
新発田ふれあいの杜
（高齢者福祉施設と重複）

城北町 2-9-12 ○

叶音（かのん）AB 島潟 1525-1 ○
アザレア（東新町） 東新町 2-6-13 ○
アクティビティケアセンターあおの空 大手町 5-2-7 ○

浸水深 施設名 所在地 避難確保計画
～0.5m スマイル３ 大手町 6-5-17 ○

スマイル８ 弓越 1315-104 ○
コンフォーテラス 城北町 2-8-16 ○
中井さくら園 小舟町 2-9-13 ○
パル comfy 陽だまり苑
（高齢者福祉施設と重複）

中央町 5-4-2 ○

放課後等デイサービスらくら 城北町 2-8-16 ○
にこふるビーム 東新町 4-4-5 ○
放課後等デイサービスにこふるポップ 東新町 4-4-5 ○
（追加） （追加） （追加）

0.5～3m スマイル１ 緑町 2-3-10 ○
さんさん館 i（グループホーム棟含む） 島潟 1454 ほか４筆 ○
ココン新発田 新栄町 1-10-16 ○
新発田ふれあいの杜
（高齢者福祉施設と重複）

城北町 2-9-12 ○

叶音（かのん）AB 島潟 1525-1 ○
アザレア（東新町） 東新町 2-6-13 ○
アクティビティケアセンターあおの空 大手町 5-2-7 ○

配置場所 車体形状 台数 連絡責任者（所有者） 備考
市道（車道・歩道） 除雪ドーザ 9

維持管理課
28-7099

貸与
直営

ロータリー除雪車 3
除雪グレーダ 1
ショベルローダ 5
小型除雪車 6
小型除雪機 12

合 計 36

配置場所 車体形状 台数 連絡責任者（所有者） 備考
一般国道、主要地方道、
一般県道

除雪グレーダ 16

新発田地域振興局
地域整備部維持管理課

22-5114
貸与

除雪ドーザ 3
ロータリー除雪車 4
凍結防止剤散布車 6
小型ロータリー歩道除雪
車

11

歩道除雪機 2
合 計 42

配置場所 車体形状 台数 連絡責任者（所有者） 備考
市道（車道・歩道） 除雪ドーザ 9

維持管理課
28-7099

貸与
直営

ロータリー除雪車 3
除雪グレーダ 1
ショベルローダ 6
小型除雪車 6
小型除雪機 12

合 計 37

配置場所 車体形状 台数 連絡責任者（所有者） 備考
一般国道、主要地方道、
一般県道

除雪グレーダ 15

新発田地域振興局
地域整備部維持管理課

22-5114
貸与

除雪ドーザ 2
ロータリー除雪車 3
凍結防止剤散布車 5
小型ロータリー歩道除雪
車

11

歩道除雪機 2
合 計 38
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頁 内容 新 旧 修正理由

81 消防機関 ⑵ 消防職員

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：消防本部総務課）

⑵ 消防職員

令和 6年 4月 1日現在（資料：消防年報(消防本部発行)）

時点修正

82 消防機関 ⑷ 災害対策資機材保有状況（消防本部）

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：消防本部警防課）

⑷ 災害対策資機材保有状況（消防本部）

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：消防本部警防課）

時点修正

84 ヘリポー

ト

⑶ ヘリポート適地 ⑶ ヘリポート適地 時点修正

署所名 職員数 所在地
新発田地域広域消防本部 27人 新発田市新栄町 1-8-31

新発田消防署

新発田消防署 38人 新発田市新栄町 1-8-31
聖籠分署 19人 聖籠町大字諏訪山 2350-1
中央分署 18人 新発田市中央町 5-4-7
さくら分署 18人 新発田市釜杭 324
豊浦出張所 12人 新発田市乙次 50
川東出張所 12人 新発田市下羽津 1908

胎内消防署 胎内消防署 28人 胎内市新和町 2-24
黒川出張所 12人 胎内市黒川 1643-2
計 184 人

署所名 職員数 所在地
新発田地域広域消防本部 34人 新発田市新栄町 1-8-31

新発田消防署

新発田消防署 35人 新発田市新栄町 1-8-31
聖籠分署 19人 聖籠町大字諏訪山 2350-1
中央分署 18人 新発田市中央町 5-4-7
さくら分署 18人 新発田市釜杭 324
豊浦出張所 12人 新発田市乙次 353
川東出張所 9人 新発田市下羽津 1908

胎内消防署 胎内消防署 28人 胎内市新和町 2-24
黒川出張所 9人 胎内市黒川 1643-2
計 182 人

種類

所属

放
射
線
防
護
服

陽
圧
式
化
学
防
護
服

化
学
防
護
服

簡
易
型
防
護
服

酸
素
呼
吸
器

空
気
呼
吸
器

防
塵
マ
ス
ク

防
毒
マ
ス
ク

表
面
汚
染
検
査
用

複
合
型
ガ
ス
測
定
器

除
染
シ
ャ
ワ
ー(

式)

除
染
剤
散
布
器(

器)

新
発
田
消
防
署

新発田消防署 2 2 2 200 3 26 23 5 2 4 1 1
聖籠分署 7 3 1
中央分署 3
さくら分署 3
豊浦出張所 8
川東出張所 3

小 計 2 2 2 200 3 53 26 5 2 5 1 1
胎
内
消
防
署

胎内消防署 2 10 20 7 5 2 2 1
黒川出張所 3 3

小 計 2 13 23 7 5 2 2 1
合 計 2 4 2 213 3 76 33 10 4 7 1 2

種類

所属

放
射
線
防
護
服

陽
圧
式
化
学
防
護
服

化
学
防
護
服

簡
易
型
防
護
服

酸
素
呼
吸
器

空
気
呼
吸
器

防
塵
マ
ス
ク

防
毒
マ
ス
ク

表
面
汚
染
検
査
用

複
合
型
ガ
ス
測
定
器

除
染
シ
ャ
ワ
ー(

式)

除
染
剤
散
布
器(

器)

新
発
田
消
防
署

新発田消防署 2 2 2 200 3 52 5 28 2 4 1 1
聖籠分署 7 3 1
中央分署 3
さくら分署 3
豊浦出張所 8 3
川東出張所 3

小 計 2 2 2 200 3 76 11 28 2 5 1 1
胎
内
消
防
署

胎内消防署 2 10 27 7 12 2 2 1
黒川出張所 3 3

小 計 2 13 30 7 12 2 2 1
合 計 2 4 2 213 3 106 18 40 4 7 1 2

施設名 幅×長さ 所在地 施設責任者 電話 避難所
との兼用

青少年宿泊施設 70×50 上赤谷 2173 生涯学習課長 28-2116 兼

施設名 幅×長さ 所在地 施設責任者 電話 避難所
との兼用

青少年宿泊施設 70×50 上赤谷 2173 新発田地区公民館長 22-8516 兼
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頁 内容 新 旧 修正理由

89 危険物貯

蔵所・取

扱所

⑴ 危険物施設の現況

調査対象は危険物施設として設置を許可した施設のうち、完成検査済証を交付した施設

令和 7年 3 月 31 日現在(資料：消防年報(消防本部発行))

⑴ 危険物施設の現況

調査対象は危険物施設として設置を許可した施設のうち、完成検査済証を交付した施設

令和 6年 3月 31 日現在(資料：消防年報(消防本部発行))

時点修正

90 緊急給水

機材等

３-1 緊急給水機材等

令和 7年 11 月 1日現在（資料：水道局）

３-1 緊急給水機材等

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：水道局）

時点修正

90 水道給水

人口

３-２ 水道給水人口

令和７年 11月 1 日現在（資料：水道局）

３-２ 水道給水人口

令和 6年 11 月 1日現在（資料：水道局）

時点修正

90 上水道施

設

３-３ 上水道施設

令和 7年 11 月 1日現在（資料：水道局）

３-３ 上水道施設

令和 6年 11 月 1日現在（資料：水道局）

時点修正

90 水道用復
旧資機材
調達先

３-４ 水道用復旧資機材調達先

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：水道局）

３-４ 水道用復旧資機材調達先

令和 6年 11 月 1日現在（資料：水道局）

時点修正

製造所
貯蔵所

屋内貯蔵所
屋外タンク
貯蔵所

屋内タンク
貯蔵所

地下タンク
貯蔵所

簡易タンク
貯蔵所

移動タンク
貯蔵所

屋外
貯蔵所

計

2 28 16 4 47 3 121 6 225
取扱所

危険物施設
合計

給油
取扱所

第一種
販売取扱所

第二種
販売取扱所

移送
販売取扱所

一般
取扱所

計

62 51 113 340

製造所
貯蔵所

屋内貯蔵所
屋外タンク
貯蔵所

屋内タンク
貯蔵所

地下タンク
貯蔵所

簡易タンク
貯蔵所

移動タンク
貯蔵所

屋外
貯蔵所

計

2 29 16 4 46 3 126 6 230
取扱所

危険物施設
合計

給油
取扱所

第一種
販売取扱所

第二種
販売取扱所

移送
販売取扱所

一般
取扱所

計

62 52 114 346

給水車 給水タンク 携帯容器
容量(t) 台数(台) 容量(t) 数量(基) 容量(ℓ) 数量(個)

2 1 1 2 20 6
10 334

給水車 給水タンク 携帯容器
容量(t) 台数(台) 容量(t) 数量(基) 容量(ℓ) 数量(個)

2 1 1 2 20 8
10 331

上水道
箇所数 給水人口
1 86,238

上水道
箇所数 給水人口
1 87,191

給水人口 戸数 施設能力
（㎥/日）

86,238 35,174 61,730

給水人口 戸数 施設能力
（㎥/日）

87,191 35,105 61,730

業者名 住所 電話番号 備考

（削除） （削除） （削除）
パイプ

工具類

業者名 住所 電話番号 備考

㈱新潟管材 新潟市西区東青山 1-3-1 025-267-6211
パイプ

工具類
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頁 内容 新 旧 修正理由

91

～

94

市指定給

水装置工

事事業者

３-５ 市指定給水装置工事事業者

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：水道局）

３-５ 市指定給水装置工事事業者

令和 6年 11 月 1日現在（資料：水道局）

加除修正

98 災害拠点

病院等

⑶ 市内一般診療所 ⑶ 市内一般診療所 加除修正

指定
番号 事業者名 所在地 電話番号

22 （削除）
40 （削除）
159 （削除）
177 ㈱胎内設備 胎内市飯角１６番地 1 0254-43-2626
248 ㈱イースマイルBiz 大阪府大阪市中央区瓦屋町３丁目７番３号 06-6648-9898
251 （削除）

254 ㈱西奈美組 胎内市西条１９６番地 0254-43-2349
255 アップリンク 北蒲原郡聖籠町大字二本松 1454-3 090-5425-1849
256 合同会社ムツキ 新潟市秋葉区山谷町 1丁目 13 番 37 号 3 025-364-0790
257 ㈱エネサンス新潟 新潟市江南区曙町２丁目８番１号(本社)

五泉市本田屋７６５番地(五泉事業所)
0250-58-2105
(五泉事業所)

258 ㈱ゆい工房 新潟市北区白新町２丁目２番１５号 025-387-3185

指定
番号 事業者名 所在地 電話番号

22 ㈱イノベンチャー 新潟市中央区愛宕一丁目４番７号 025-250-7061
40 ㈱伊藤工業 阿賀野市窪川原２７２番地 0250-67-2626
159 ㈱新潟設備センター 新潟市中央区鎧西 2丁目 9番 17 号 025-241-3901
177 ㈱胎内設備 胎内市西栄町５－４０ 0254-43-2626
248 ㈱ハウスラボ 大阪府大阪市浪速区大国２丁目１－６ 06-6648-9898
251 村松瓦斯水道㈱ 五泉市本田屋７６５番地 0250-58-2105

0250-62-3281
(水原営業所)

（追加）
（追加）
（追加）
（追加）
（追加）
（追加）

医療機関名 診療項目 所在地 電話番号
東谷医院 内･消 中央町 4-11-22 24-5555
阿部医院 内･神内 五十公野 6804-1 21-2251
安斎クリニック 内･外･消・整・肛・リハ 東新町 1-4-5 21-3141
いけだ耳鼻科 駅前医院 耳･ア 諏訪町 1-3-5 23-2123
いしい眼科 眼 諏訪町 1-9-28 24-5265
今井眼科医院 眼 本町 3-2-1 23-8887
信田眼科医院 眼 舟入町 1-2-36 20-5588
大杉脳外科医院 内･脳外･リハ 新栄町 1-2-21 23-8211
片桐記念クリニック 内･腎内･（削除） 住吉町 4-3-9 24-5515
（削除）
木島整形外科 整･リハ･リウ 豊町 4-1-4 26-7271
けんちゃんクリニック 内･循･呼･外 新富町 2-6-18 24-8111
小島医院 内･小･消･胃 本田 3470-5 32-2558
斎藤医院 内･内分内 豊町 2-2-23 24-1336
笹川医院 内･循･小 下小中山 392 33-2427
佐々木医院 内･消･放 中央町 5-3-18 22-4555
新発田（削除）ひらた内科クリニック 内･呼内･ア 富塚町 2-1-28 22-1159

しばた心と体クリニック 精･心内･内 住吉町 4-8-26 28-3200
新発田皮フ科 皮･ア 新栄町 2-11-56 22-1112
小児科桑島医院 小 大手町 3- 5-19 22-3075
城北クリニック 内･消 中曽根町 1-3-25 21-1171
須貝医院 内 藤塚浜 1884 41-2048
すずき医院 精･心内 御幸町 2-12-1 20-5055
すどう小児クリニック ア・小 豊町 2-9-1 26-8881
関耳鼻科クリニック ア･気･耳 住吉町 4-20-2 20-5225
関塚医院 産･婦 中田町 2-17-15 26-1405
せき内科・消化器科医院 内･消 本町 3-5-15 26-1231

医療機関名 診療項目 所在地 電話番号
東谷医院 内･消 中央町 4-11-22 24-5555
阿部医院 内･神内 五十公野 6804-1 21-2251
安斎クリニック 内･外･消・整・肛・リハ 東新町 1-4-5 21-3141
いけだ耳鼻科 駅前医院 耳･アレ 諏訪町 1-3-5 23-2123
いしい眼科 眼 諏訪町 1-9-28 24-5265
今井眼科医院 眼 本町 3-2-1 23-8887
医療法人信眼会信田眼科医院 眼 舟入町 1-2-36 20-5588
大杉脳外科医院 内･脳外･リハ 新栄町 1-2-21 23-8211
片桐記念クリニック 内･腎内･循 住吉町 4-3-9 24-5515
金原医院 内･小 西園町 1-3-3 22-2696
木島整形外科 整･リハ･リウ 豊町 4-1-4 26-7271
けんちゃんクリニック 内･循･呼･外 新富町 2-6-18 24-8111
小島医院 内･小･消･胃 本田 3470-5 32-2558
斎藤医院 内･神内･内分内・精 豊町 2-2-23 24-1336
笹川医院 内･循･小 下小中山 392 33-2427
佐々木医院 内･消･放 中央町 5-3-18 22-4555
新発田駅前ひらた内科クリニック 内･呼･ア 諏訪町 1-2-11

ｲｸﾈｽしばた
MINTO館 2階

22-1159

しばた心と体クリニック 精･心内･内･消 住吉町 4-8-26 28-3200
新発田皮フ科 皮･ア 新栄町 2-11-56 22-1112
小児科桑島医院 小 大手町 3- 5-19 22-3075
城北クリニック 内･消 中曽根町 1-3-25 21-1171
須貝医院 内 藤塚浜 1884 41-2048
すずき医院 内･精･心内 御幸町 2-12-1 20-5055
すどう小児クリニック ア・小 豊町 2-9-1 26-8881
関耳鼻科クリニック ア･気･耳 住吉町 4-20-2 20-5225
関塚医院 産･婦 中田町 2-17-15 26-1405
せき内科・消化器科医院 内･消 本町 3-5-15 26-1231
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頁 内容 新 旧 修正理由

99

（資料：健康推進課：（削除）新発田北蒲原医師会HPより医療機関一覧 令和 7年 11 月 1日現在） （資料：健康推進課：新潟県一般診療所名簿 令和 6年 4 月 1日、新発田北蒲原医師会HPより医療機関一覧 令和６

年 11月 1 日現在）

99 災害拠点

病院等

⑷ 一般歯科診療所 ⑷ 一般歯科診療所 加除修正

高橋クリニック 泌 新富町 1-1-27 20-3210
たかはし脳外科皮フ科医院 内･皮･ア･脳外･リハ 住吉町 2-3-17 20-5577
田中医院 内･神内･小･放 諏訪町 3-4-6 22-3917
富樫医院 皮･整 中央町 3-2-11 22-3901
富田産科婦人科クリニック 小･産･婦 諏訪町 1-2-15 22-1155
富田耳鼻科クリニック ア・耳 舟入町 3-11-18-7 20-1133
中川内科医院 内･循 大手町 2-1-8 22-4658
なかだい整形外科医院 整･リハ 新栄町 2-11-61 21-2255
（削除）
二王子温泉クリニック 内･整･眼 虎丸向野 452 25-3535
西新発田クリニック 内･消･外 佐々木 175 27-3717
西新発田整形外科クリニック 整･リハ･リウ 住吉町 4-16-16 26-7070
花野内科医院 内･消 稲荷岡 2252 41-2138
馬場医院 内･小･放 中央町 3-12-12 22-2964
原消化器内科医院 内･消 豊町 4-5-1 26-8123
皮ふと子どもツインスマイルクリニック 皮･ア･小 諏訪町 1-2-11

ｲｸﾈｽしばた
MINTO館 2階

28-8777

平塚ファミリークリニック 内･外 真野原 1719-4 41-0011
松沢医院 ア･気･耳 本町 2-8-13 22-2880
三浦内科医院 内 新栄町 1- 6-17 23-7111
三日市内科クリニック 内･消 三日市 605-1 23-7788
緑町内科･消化器科やまだクリニック 内･消･胃 緑町 2-16-9 26-7177
みゆき町内科クリニック 内 御幸町 4-6-2 28-7901
山崎皮膚科医院 皮・ア 大手町 1-13-8 26-3533
若桑クリニック 内･皮･外･肛･麻･胃 富塚町 1-15-9 22-5700
渡部整形外科 整･リハ･リウ 緑町 3-3-2 28-6363
（削除）
東谷医院 内･消 中央町 4-11-22 24-5555

高橋クリニック 泌 新富町 1-1-27 20-3210
たかはし脳外科皮フ科医院 内･皮･ア･脳外･リハ 住吉町 2-3-17 20-5577
田中医院 内･神内･小･放 諏訪町 3-4-6 22-3917
富樫医院 皮･整 中央町 3-2-11 22-3901
富田産科婦人科クリニック 小･産･婦 諏訪町 1-2-15 22-1155
富田耳鼻科クリニック ア・耳 舟入町 3-11-18-7 20-1133
中川内科医院 内･循 大手町 2-1-8 22-4658
なかだい整形外科医院 整･リハ 新栄町 2-11-61 21-2255
中野こども医院 ア･小 舟入町 2-5-9 26-8186
二王子温泉クリニック 内･整･眼 虎丸向野 452 25-3535
西新発田クリニック 内･消･外 佐々木 175 27-3717
西新発田整形外科クリニック 整･リハ･リウ 住吉町 4-16-16 26-7070
花野内科医院 内･消 稲荷岡 2252 41-2138
馬場医院 内･小･放 中央町 3-12-12 22-2964
原消化器内科医院 内･消 豊町 4-5-1 26-8123
皮ふと子どもツインスマイルクリニック 皮･ア･小 諏訪町 1-2-11

ｲｸﾈｽしばた
MINTO館 2階

28-8777

平塚ファミリークリニック 内･外 真野原 1719-4 41-0011
松沢医院 ア･気･耳 本町 2-8-13 22-2880
三浦内科医院 内･消 新栄町 1- 6-17 23-7111
三日市内科クリニック 内･消 三日市 605-1 23-7788
緑町内科･消化器科やまだクリニック 内･消･胃 緑町 2-16-9 26-7177
みゆき町内科クリニック 内･外･泌 御幸町 4-6-2 28-7901
山崎皮膚科医院 皮・ア 大手町 1-13-8 26-3533
若桑クリニック 内･皮･外･肛･麻･胃 富塚町 1-15-9 22-5700
渡部整形外科 整･リハ･リウ 緑町 3-3-2 28-6363
渡部レディスクリニック 内･産婦 新栄町 1－1－6 26-6666
東谷医院 内･消 中央町 4-11-22 24-5555

医療機関名 所在地 電話番号 備考
赤松歯科医院 月岡温泉 590 32-3166
阿部矯正歯科医院 緑町 2-16-23 24-0508
有田歯科医院 大栄町 3-3-18 23-5411
飯島歯科医院 下羽津 2112-1 25-3391
いいじま歯科クリニック 新栄町 2-2-3 23-0648
石井歯科クリニック 豊町 4-5-3 26-6298
石橋歯科医院 三日市 473-3 21-1484
（削除）
稲富歯科医院 城北町 3-8-2 26-8008
うがむら歯科医院 緑町 1-13-21-3 22-2232
遠藤歯科クリニック 荒町甲 1456-3 24-0100
大平歯科医院 御幸町 2-4-6 23-2117
おぐま歯科医院 本町 2-8-17 28-8834
片桐歯科医院 中曽根町 3-13-4 20-0648
片山歯科医院 豊町 2-1-20 22-1188
河内歯科医院 稲荷岡 2068 41-2016

医療機関名 所在地 電話番号 備考
赤松歯科医院 月岡温泉 590 32-3166
阿部矯正歯科医院 緑町 2-16-23 24-0508
有田歯科医院 大栄町 3-3-18 23-5411
飯島歯科医院 下羽津 2112-1 25-3391
いいじま歯科クリニック 新栄町 2-2-3 23-0648
石井歯科クリニック 豊町 4-5-3 26-6298
石橋歯科医院 三日市 473-3 21-1484
伊藤歯科医院 本町 1-3-14 22-2484
稲富歯科医院 城北町 3-8-2 26-8008
うがむら歯科医院 緑町 1-13-21-3 22-2232
遠藤歯科クリニック 荒町甲 1456-3 24-0100
大平歯科医院 御幸町 2-4-6 23-2117
おぐま歯科医院 本町 2-8-17 28-8834
片桐歯科医院 中曽根町 3-13-4 20-0648
片山歯科医院 豊町 2-1-20 22-1188
河内歯科医院 稲荷岡 2068 41-2016
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頁 内容 新 旧 修正理由

（資料：健康推進課：新発田市入札参加資格者名簿 営業種目 医療 衛生 薬品 / 衛生材料、医療薬品） （資料：健康推進課：新発田市入札参加資格者名簿 営業種目 医療薬品/衛生材料）

北村歯科医院 下飯塚 82 23-5055
木戸歯科医院 舟入町 2-5-4 23-8020
キフネ歯科医院 住吉町 3-3-30 23-5588
貴船歯科クリニック 大手町 5-2-12 26-5366
くまくら歯科医院 大栄町 2-2-20 26-8148
（削除）
小宮歯科医院 住吉町 4-2-20 24-5959
（削除）
齋藤デンタルクリニック 東新町 4-8-18-7 21-0031
佐藤歯科医院 大手町 2-5-2 22-2134
佐藤歯科医院 下小中山 1024 33-2903
歯科小林クリニック 小舟町 2-1-21 24-0808
白勢歯科医院 諏訪町 1-4-9 23-2130
スズキ歯科医院 緑町 2-4-12 26-5506
鈴木歯科医院 中央町 4-11-15 22-5505
田上歯科医院 五十公野 5083-3 22-8148
田崎歯科医院 上館甲 701 24-6880
豊島歯科医院 中央町 1-1-2 22-2169
長島歯科医院 中央町 1-3-6 22-2282
西方歯科医院 大手町 2-9-10 22-2755
西方歯科診療所 大栄町 3-1-16 23-6480
布村歯科医院 大栄町 6-6-21 26-1579
野田歯科医院 佐々木 164 27-8301
ハート歯科クリニック 中曽根町 1-3-10 21-7667
HARADA DENTAL CLINIC 豊町 2-6-27 23-2333
星野歯科医院 住吉町 4-19-2 21-0960
まるやま歯科医院 富塚町 1-24-15 28-9242
村山歯科医院 大栄町 7-1-8 23-1019
メディケア歯科クリニック 住吉町 5-11-5

イオンモール新発田 1階
28-7838 ※

柳川歯科医院 新富町 1-5-10 22-6655
山崎歯科医院 大手町 2-2-2 24-2171
山城歯科医院 西園町 3-1-33 23-6222
山田歯科医院 中央町 1-6-19 24-8318

北村歯科医院 下飯塚 82 23-5055
木戸歯科医院 舟入町 2-5-4 23-8020
キフネ歯科医院 住吉町 3-3-30 23-5588
貴船歯科クリニック 大手町 5-2-12 26-5366
くまくら歯科医院 大栄町 2-2-20 26-8148
こばやし歯科医院 五十公野 7096 26-2122
小宮歯科医院 住吉町 4-2-20 24-5959
斎藤歯科医院 稲荷岡 2400-5 41-2700
齋藤デンタルクリニック 東新町 4-8-18-7 21-0031
佐藤歯科医院 大手町 2-5-2 22-2134
佐藤歯科医院 下小中山 1024-150 33-2903
歯科小林クリニック 小舟町 2-1-21 24-0808
白勢歯科医院 諏訪町 1-4-9 23-2130
スズキ歯科医院 緑町 2-4-12 26-5506
鈴木歯科医院 中央町 4-11-15 22-5505
田上歯科医院 五十公野 5083-3 22-8148
田崎歯科医院 上館甲 701 24-6880
豊島歯科医院 中央町 1-1-2 22-2169
長島歯科医院 中央町 1-3-6 22-2282
西方歯科医院 大手町 2-9-10 22-2755
西方歯科診療所 大栄町 3-1-16 23-6480
布村歯科医院 大栄町 6-6-21 26-1579
野田歯科医院 佐々木 164 27-8301
ハート歯科クリニック 中曽根町 1-3-10 21-7667
HARADA DENTAL CLINIC 豊町 2-6-27 23-2333
星野歯科医院 住吉町 4-19-2 21-0960
まるやま歯科医院 富塚町 1-24-15 28-9242
村山歯科医院 大栄町 7-1-8 23-1019
メディケア歯科クリニック 住吉町 5-11-5

イオンモール新発田 1階
28-7838 ※

柳川歯科医院 新富町 1-5-10 22-6655
山崎歯科医院 大手町 2-2-2 24-2171
山城歯科医院 西園町 3-1-33 23-6222
山田歯科医院 中央町 1-6-19 24-8318
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頁 内容 新 旧 修正理由

101 医薬品調

達先

４-２ 医薬品等調達先

（資料：健康推進課：新発田市入札参加資格者名簿 営業種目 医療 衛生 薬品 / 衛生材料、医療薬品）

４-２ 医薬品等調達先

（資料：健康推進課：新発田市入札参加資格者名簿 営業種目 医薬品/衛生材料）

加除修正

102 小動物・
家畜診療
機関

４-３ 小動物・家畜診療機関
⑴ 小動物関係

４-３ 小動物・家畜診療機関
⑴ 小動物関係

加除修正

会社名 所在地 電話番号
アイリスオーヤマ㈱ 宮城県仙台市青葉区五橋 2-12-1 022-221-3400
㈱五十嵐薬品 新潟県新発田市本町 1-2-3 0254-26-1581
ヴィレップス合同会社 大阪府松原市田井城 1-6-22,5F-A 072-294-6450
エア・ウォーター東日本㈱甲信越支社
中越営業所 新潟県見附市新幸町 9-14 0258-86-6821

㈱カタギリ 新潟県新潟市中央区女池神明 1-1601-3 025-284-3091
㈲加藤商店 新潟県新発田市豊町 4-8-24 0254-22-4363
クロスウィルメディカル㈱ 新潟県新潟市東区紫竹卸新町 1808-22 025-272-3311

㈱謙信堂武道具 新潟県新潟市中央区東出来島 11-18 新潟サンリン
ビル 1F 025-256-8991

㈱光栄産業 新潟県新潟市北区木崎 1811-6 025-386-9332
こどもの安全サポーター 新潟県柏崎市長浜町 6-17 0257-47-7982
三恵㈱ 新潟県三条市元町 15-16 0256-33-1281
㈱三和商会 新潟県新発田市豊町 2-6-23 0254-22-3079
㈱スズケン新潟支店 新潟県新潟市西区流通センター2-2-5 025-260-4147
セコム上信越㈱ 新潟県新潟市中央区新光町 1-10 025-281-5000
㈱大昭商事 新潟県上越市大字石沢 1416-20 025-524-2234
㈲田上屋商店 新潟県新発田市大栄町 1-2-1 0254-22-2763
㈱東京法規出版 東京都文京区本駒込 2-29-22 03-5977-0300
東邦薬品㈱新発田営業所 新潟県新発田市富塚町 3-1-14 0254-23-6881
㈱新潟県厚生事業協同公社 新潟県長岡市北陽 3-1-1 0258-24-9311
㈱新潟第一興商 新潟県新潟市中央区秣川岸通 1-2300 025-224-4075
㈱新潟富士薬品 新潟県新潟市中央区東堀前通 3番町 375 025-229-1256
日精サービス㈱ 新潟県長岡市十二潟町 188-2 0258-24-6344

日本光電工業㈱北関東支店 埼玉県さいたま市中央区上落合 6-10-8 050-3822-4644
㈱はあとふるあたご福祉用具新発田 新潟県新発田市新富町 1-4-10 0254-23-1173
㈱バイタルネット新発田支店 新潟県新発田市新富町 2-760-1 0254-24-2139
福味商事㈱ 福島県本宮市本宮字舘町 161-2 0243-34-2328
富士フイルムメディカル㈱北関東支
社

埼玉県さいたま市大宮区浅間町 2-240 048-645-6006

㈱保健福祉ネットワーク 東京都台東区北上野 2-28-2 プリムラハセビル 03-5806-3553
㈱本高 新潟県新発田市本町 2-8-15 0254-26-7676
㈱マルタケ 新潟県新潟市西区流通センター4-6-2 025-268-6311
㈱悠久堂医科器械店 新潟県長岡市石動南町 8-1 0258-47-1848

会社名 所在地 電話番号
アイリスオーヤマ㈱ 宮城県仙台市青葉区五橋 2-12-1 022-221-3400
㈱五十嵐薬品 新潟県新発田市本町 1-2-3 0254-26-1581
㈲浮惣福祉用具サービス 新潟県新発田市大栄町 3-5-7 0254-26-3850
エア・ウォーター東日本㈱甲信越支社
中越営業所 新潟県見附市新幸町 9-14 0258-86-6821

㈱カタギリ 新潟県新潟市中央区女池神明 1-1601-3 025-284-3091
㈲加藤商店 新潟県新発田市豊町 4-8-24 0254-22-4363
クロスウィルメディカル㈱ 新潟県新潟市東区紫竹卸新町 1808-22 025-272-3311

㈱謙信堂武道具 新潟県新潟市中央区東出来島 11-18 新潟サンリン
ビル 1F 025-256-8991

㈱光栄産業 新潟県新潟市北区木崎 1881-6 025-386-9332
こどもの安全サポーター 新潟県柏崎市長浜町 6-17 0257-47-7982
三恵㈱ 新潟県三条市元町 15-16 0256-33-1281
㈱三和商会 新潟県新発田市豊町 2-6-23 0254-22-3079
㈱スズケン新潟支店 新潟県新潟市西区流通センター2-2-5 025-260-4147
セコム上信越㈱ 新潟県新潟市中央区新光町 1-10 025-281-5000
㈱大昭商事 新潟県上越市大字石沢 1416-20 025-524-2234
㈲田上屋商店 新潟県新発田市大栄町 1-2-1 0254-22-2763
㈱東京法規出版 東京都文京区本駒込 2-29-22 03-5977-0300
東邦薬品㈱北新発田営業所 新潟県新発田市富塚町 3-1-14 0254-23-6881
㈱新潟県厚生事業協同公社 新潟県長岡市北陽 3-1-1 0258-24-9311
㈱新潟第一興商 新潟県新潟市中央区秣川岸通 1-2300 025-224-4075
㈱新潟富士薬品 新潟県新潟市中央区東堀前通 3番町 375 025-229-1256
日精サービス㈱ 新潟県長岡市十二潟町 188-2 0258-24-6344

日本光電工業㈱北関東支店 埼玉県さいたま市中央区上落合 6-10-8 050-3822-4644
㈱はあとふるあたご福祉用具新発田 新潟県新発田市新富町 1-4-10 0254-23-1173
㈱バイタルネット新発田支店 新潟県新発田市新富町 2-760-1 0254-24-2139
福味商事㈱ 福島県本宮市本宮字舘町 161-2 0243-34-2328
富士フイルムメディカル㈱北関東支
社

埼玉県さいたま市大宮区浅間町 2-240 048-645-6006

㈱保健福祉ネットワーク 東京都台東区北上野 2-28-2 プリムラハセビル 03-5806-3553
㈱本高 新潟県新発田市本町 2-8-15 0254-26-7676
㈱マルタケ 新潟県新潟市西区流通センター4-6-2 025-268-6311
㈱悠久堂医科器械店 新潟県長岡市石動南町 8-1 0258-47-1848

機関名 所在地 電話番号
さくら動物病院 新発田市本町 4-11-9 21-2020
シバタ動物病院 新発田市住吉町 3-1-25 22-1840
にいの動物病院 新発田市新栄町 1-7-20 26-2423
（削除）
新発田シートン動物病院 新発田市中曽根町 1-3-7 23-7171
松田動物病院 新発田市上館 71-1 26-3330
三井田家畜医院 新発田市豊町 3-9-24 26-5386

機関名 所在地 電話番号
さくら動物病院 新発田市本町 4-11-9 21-2020
シバタ動物病院 新発田市住吉町 3-1-25 22-1840
にいの動物病院 新発田市新栄町 1-7-20 26-2423
いづみ動物病院 新発田市下小中山 380-1 33-2900
新発田シートン動物病院 新発田市中曽根町 1-3-7 23-7171
松田動物病院 新発田市上館 71-1 26-3330
三井田家畜医院 新発田市豊町 3-9-24 26-5386
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頁 内容 新 旧 修正理由

令和 7年 11 月 1 日現在(資料：農林水産課) 令和 6年 11 月 1 日現在(資料：農林水産課)

106 給食施
設状況

⑴ 市調理施設

※保育園は利用定員数ベース

⑴ 市調理施設

※保育園は利用定員数ベース

時点修正

緑の森動物クリニック 新発田市緑町 2-853-1 28-7515 緑の森動物クリニック 新発田市緑町 2-853-1 28-7515

施設名 所在地 電話番号 給食数 備考
北共同調理場 中田町 3-1419 22-1297 2,610 外ケ輪小、二葉小、東豊小、豊浦小、

本丸中、第一中
西共同調理場 佐々木 2452-22 27-2365 2,650 猿橋小、住吉小、御免町小、佐々木

小、猿橋中、佐々木中、御免町幼稚
園

五十公野共同調理場 五十公野 5170-4 24-7560 980 東小、東中、豊浦中、県立新発田竹
俣特別支援学校、県立新発田竹俣
特別支援学校いじみの分校

（削除）

七葉共同調理場 上館 84‐2 20-8188 800 川東小、七葉小、（削除）川東中、
七葉中、加治川中

紫雲寺共同調理場 真野原外 3499 41-2514 730 紫雲寺小、加治川小、（削除）紫雲
寺中

中井保育園 小舟町 2-3-25 23-1236 73 中井保育園
天ノ原保育園 下内竹 769-1 22-3622 80 天ノ原保育園
松浦保育園 荒川 542 32-1505 44 松浦保育園
うすが森保育園 大槻 4211-414 28-5281 40 うすが森保育園
川東保育園 下羽津 1578-1 25-2067 95 川東保育園
菅谷保育園 菅谷 144 29-2124 44 菅谷保育園
ななは保育園 三日市 857 23-3113 116 ななは保育園
豊浦保育園 大伝 456-1 27-9200 178 豊浦保育園
藤塚浜保育園 藤塚浜 4063-3 41-2468 53 藤塚浜保育園
紫雲寺保育園 真野原外 3428 41-2413 98 紫雲寺保育園
米子保育園 真野原 1731-8 41-2464 54 米子保育園
大峰保育園 下小中山 328 33-2416 99 大峰保育園

施設名 所在地 電話番号 給食数 備考
北共同調理場 中田町 3-1419 22-1297 2,580 外ケ輪小、二葉小、東豊小、豊浦小、

本丸中、第一中
西共同調理場 佐々木 2452-22 27-2365 2,710 猿橋小、住吉小、御免町小、佐々木

小、猿橋中、佐々木中、御免町幼稚
園

五十公野共同調理場 五十公野 5170-4 24-7560 860 東小、東中、豊浦中、（追加）県立
新発田竹俣特別支援学校いじみの
分校

川東共同調理場 下羽津 1938 25-2189 390 川東小、川東中、県立新発田竹俣特
別支援学校

七葉共同調理場 上館 84‐2 20-8188 800 （追加）七葉小、加治川小、（追加）
七葉中、加治川中

紫雲寺共同調理場 真野原外 3499 41-2514 540 紫雲寺小、（追加）米子小、藤塚小、
紫雲寺中

中井保育園 小舟町 2-3-25 23-1236 73 中井保育園
天ノ原保育園 下内竹 769-1 22-3622 80 天ノ原保育園
松浦保育園 荒川 542 32-1505 44 松浦保育園
うすが森保育園 大槻 4211-414 28-5281 40 うすが森保育園
川東保育園 下羽津 1578-1 25-2067 95 川東保育園
菅谷保育園 菅谷 144 29-2124 44 菅谷保育園
ななは保育園 三日市 857 23-3113 116 ななは保育園
豊浦保育園 大伝 456-1 27-9200 178 豊浦保育園
藤塚浜保育園 藤塚浜 4063-3 41-2468 53 藤塚浜保育園
紫雲寺保育園 真野原外 3428 41-2413 98 紫雲寺保育園
米子保育園 真野原 1731-8 41-2464 54 米子保育園
大峰保育園 下小中山 328 33-2416 99 大峰保育園
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頁 内容 新 旧 修正理由

108 住民拠点

SS

５-４ 住民拠点ＳＳ

自家発電機を備え、災害時に地域の燃料供給拠点となる施設

令和 7年 11 月 1日現在（資料：経済産業省資源エネルギー庁HP）

５-４ 住民拠点ＳＳ

自家発電機を備え、災害時に地域の燃料供給拠点となる施設

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：経済産業省資源エネルギー庁HP）

時点修正

112 市有車両

の現状

市有車両台数

※リース車両を含む
※二輪車、小型特殊自動車を含まず （令和 7年 11 月 1 日現在）

市有車両台数

※リース車両を含む

※二輪車、小型特殊自動車を含まず （令和 6年 11 月 1日現在）

時点修正

住民拠点ＳＳ 運営者名 住所 電話番号
セルフ舟入給油所 新潟石油販売株式会社 舟入町 3-13-9 20-3332
新発田バイパス給油所 宮嶋石油販売株式会社 城北町 3-3-20 22-2707
住吉町給油所 有限会社内田燃料店 住吉町 3-3-32 22-6906
新発田中央公園前給油所 本間商店株式会社 新富町 1-6-27 26-2022
新発田中央給油所 株式会社川崎商会 中曽根町 1-9-17 26-2444
オートピアマスイ給油所 名新物産有限会社 中曽根 643-1 26-2611
新発田給油所 株式会社川崎商会 新栄町 3-6-10 27-2271
セルフ豊浦給油所 新潟石油販売株式会社 天王 757-1 32-0050
月岡給油所 株式会社渡正 本田庚 180 32-2703
新発田給油所 株式会社新野商店 富塚町 3-1-30 24-5505
豊町給油所 株式会社イマイエネルギー 豊町 4-1-13 23-5579
五十公野給油所 有限会社高嶋商店 五十公野 4827-1 22-4098
川東給油所 菅 亮栄 石喜 213-1 25-2055
（削除）
紫雲寺給油所 株式会社岩村物産 稲荷岡 796 41-2259
月岡給油所 株式会社月岡スタンド 月岡 768 32-2702
荒町とんとん前給油所 宮島石油販売株式会社 荒町甲 1773 20-7790
ルート 7新発田給油所 宮島石油販売株式会社 中田町 1-3-5 23-6100
新発田南バイパス給油所 宮島石油販売株式会社 富塚町 3-12-19 28-7788
JA セルフ新発田給油所 株式会社ライフサポート北越後 緑町 2-1317 26-5636

住民拠点ＳＳ 運営者名 住所 電話番号
セルフ舟入給油所 新潟石油販売株式会社 舟入町 3-646 20-3332
新発田バイパス給油所 宮嶋石油販売株式会社 城北町 3-3-20 22-2707
住吉町給油所 有限会社内田燃料店 住吉町 3-3-32 22-6906
新発田中央公園前給油所 本間 英彦 新富町 1-983-27 26-2022
新発田中央給油所 株式会社川崎商会 中曽根町 1-9-17 26-2444
オートピアマスイ給油所 名新物産有限会社 中曽根 643-1 26-2611
新発田給油所 株式会社川崎商会 新栄町 3-6-10 27-2271
セルフ豊浦給油所 新潟石油販売株式会社 天王 757-1 32-0050
月岡給油所 株式会社渡正 本田庚 180 32-2703
新発田給油所 株式会社新野商店 富塚町 3-1-30 24-5505
豊町給油所 株式会社イマイエネルギー 豊町 4-1-13 23-5579
五十公野給油所 有限会社高嶋商店 五十公野 4827-1 22-4098
川東給油所 菅 亮栄 石喜 213-1 25-2055
セブンロード中曽根給油所 株式会社ハヤマ 中曽根町 3-9-10 24-8242
紫雲寺給油所 株式会社岩村物産 稲荷岡 796 41-2259
月岡給油所 株式会社月岡スタンド 月岡 768 32-2702
荒町とんとん前給油所 宮島石油販売株式会社 荒町甲 1773 20-7790
ルート 7新発田給油所 宮島石油販売株式会社 中田町 1-3-5 23-6100
新発田南バイパス給油所 宮島石油販売株式会社 富塚町 3-12-19 28-7788
JA セルフ新発田給油所 株式会社ライフサポート北越後 緑町 2-1317 26-5636

車種

計大 型
自 動 車

中 型
自動車

普 通
自動車

小 型
自 動 車

軽
自動車
(貨物登
録含む)

小 型 貨
物 車

特 殊
用 途
自動車

災害対策本部事務局 （削除） 1 85 86
議会対策部 0
総務対策班 3 4 1 2 1 11
財務・物資・会計対策部 0
渉外・広報対策部 0
市民支援対策部 6 2 2 1 11 2 1 25
医療・福祉対策部 1 1 3 30 35
商工・観光対策部 2 5 7
農林水産対策部 6 6 5 1 11 29
土木・建築対策部 2 2 13 1 32 50
上下水道対策部 3 11 1 6 21
教育対策部 12 2 4 21 3 42

計 12 18 11 22 98 10 135 306

車種

計大 型
自 動 車

中 型
自動車

普 通
自動車

小 型
自 動 車

軽
自動車
(貨物登
録含む)

小 型 貨
物 車

特 殊
用 途
自動車

災害対策本部事務局 3 1 81 85
議会対策部 0
総務・物資対策班 3 4 1 2 1 11
財務・会計対策部 0
渉外・広報対策部 0
市民支援対策部 （追加） 8 2 2 11 2 1 26
医療・福祉対策部 1 1 3 30 35
商工・観光対策部 2 5 7
農林水産対策部 6 6 5 1 11 29
土木・建築対策部 2 2 14 1 31 50
上下水道対策部 3 11 1 6 21
教育対策部 12 2 4 20 5 43

計 6 24 14 23 98 12 130 307
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頁 内容 新 旧 修正理由

112 市有車両
の現状

市有バス車両

（令和 7年 11 月 1 日現在）

市有バス車両

（令和 6年 11 月 1日現在）

誤字修正

112 緊急通行

車両等

⑴ 緊急自動車（道路交通法第 39条）

（令和 7年 11 月 1 日現在）

⑴ 緊急自動車（道路交通法第 39条）

（令和 6年 11 月 1日現在）

時点修正

113 緊急通行
車両等

⑵ 緊急通行車両等事前届出済車両（災害対策基本法第 76条）

※事前届出車両
事前に警察に届け出ることで、緊急時に緊急通行車両としてみなされる車両をいう。

※廃車等の手続きを行う場合は、地域安全課への報告及び協議すること。
（令和７年 11月 1 日現在）

⑵ 緊急通行車両等事前届出済車両（災害対策基本法第 76 条）

※事前届出車両
事前に警察に届け出ることで、緊急時に緊急通行車両としてみなされる車両をいう。

※廃車等の手続きを行う場合は、地域安全課への報告及び協議すること。
（令和 6年 11 月 1日現在）

誤字修正

車種 車両番号 取得年月 定員 所管課
いすゞエルガミオ 新潟 200 は 456 H30.8 58 公共交通推進室
いすゞエルガミオ 新潟 230 さ 457 R1.8 58 公共交通推進室
いすゞエルガミオ 新潟 230 さ 458 R3.8 57 公共交通推進室
日野リエッセ 新潟 200 さ 2288 H28.4 26 公共交通推進室
日産シビリアン 新潟 200 さ 1532 H21.12 29 公共交通推進室
日野ポンチョ 新潟 200 か 1403 R4.8 32 公共交通推進室
日野ポンチョ 新潟 200 か 1404 R4.8 32 公共交通推進室
いすゞエルガミオ 新潟 200 か 1459 R5.9 57 公共交通推進室

車種 車両番号 取得年月 定員 所管課
いすゞエルガミオ 新潟 200 は 456 H30.8 58 公共交通推進室
いすゞエルガミオ 新潟 230 さ 457 R1.8 58 公共交通推進室
いすゞエルガミオ 新潟 230 さ 458 R3.8 58 公共交通推進室
日野リエッセ 新潟 200 さ 2288 H28.4 26 公共交通推進室
日産シビリアン 新潟 200 さ 1532 H21.12 29 公共交通推進室
日野ポンチョ 新潟 200 か 1403 R4.8 32 公共交通推進室
日野ポンチョ 新潟 200 か 1404 R4.8 32 公共交通推進室
いすゞエルガミオ 新潟 200 か 1459 R5.9 57 公共交通推進室

車種 車両番号 取得年月 所管課
日産エクストレイル 新潟 800 せ 1063 R1.9 地域安全課
ホンダインサイト 新潟 800 す 3458 H22.3
トヨタカローラフィールダ 新潟 800 さ 6174 H14.12 加治川支所
トヨタヤリスクロス 新潟 800 せ 5141 R7.3 維持管理課
三菱キャンター 新潟 800 す 7612 H27.7
日産キャラバン 新潟 800 す 281 H18.8
トヨタカローラフィールダー 新潟 800 せ 225 H30.10
いすゞエルフダブルキャブ 新潟 800 す 8817 H28.12
スバルＸＶ 新潟 800 せ 1811 R2.10
いすゞエルフダブルキャブ 新潟 800 せ 3855 R5.3
スズキエスクード 新潟 800 さ 5687 H14.7 下水道課
トヨタカローラフィールダー 新潟 800 せ 5140 R7.3 水道局業務課
日産エクストレイル 新潟 800 す 6845 H26.6 水道局業務課
トヨタプロボックス 新潟 800 す 7729 H22. 5 水道局浄水課

車種 車両番号 取得年月 所管課
日産エクストレイル 新潟 800 せ 1063 R1.9 地域安全課
ホンダインサイト 新潟 800 す 3458 H22.3
トヨタカローラフィールダ 新潟 800 さ 6174 H14.12 加治川支所
三菱パジェロイオ 新潟 800 さ 6884 H15.8 維持管理課
三菱キャンター 新潟 800 す 7612 H27.7
日産キャラバン 新潟 800 す 281 H18.8
トヨタカローラフィールダー 新潟 800 せ 225 H30.10
いすゞエルフダブルキャブ 新潟 800 す 8817 H28.12
スバルＸＶ 新潟 800 せ 1811 R2.10
いすゞエルフダブルキャブ 新潟 800 せ 3855 R5.3
スズキエスクード 新潟 800 さ 5687 H14.7 下水道課
トヨタカローラフィールダー 新潟 800 さ 9063 H17.7 水道局業務課
日産エクストレイル 新潟 800 す 6845 H26.6 水道局業務課
トヨタプロボックス 新潟 800 す 7729 H22. 5 水道局浄水課

車種 車両番号 取得年月 所管課
スズキワゴン R 新潟 580 の 8451 H23.7 教育総務課
トヨエースダブルキャブ 新潟 400 て 2776 H21.11 教育総務課
トヨタヴォクシー 新潟 500 ほ 809 H14.5 教育総務課
トヨタハイエース 新潟 400 す 1684 H11.12 市民文化会館
トヨタコースター 新潟 200 さ 537 H14.3 こども課（加治川庁舎）
三菱ローザ 新潟 200 さ 706 H15.6 こども課（加治川庁舎）
日野リエッセ 新潟 200 さ 1405 H20.7 総務課
ホンダシャトル 新潟 502 ほ 2362 R1.9 こども課
日産キャラバン 新潟 400 て 1351 H21.7 環境衛生課
いすずエルフ 新潟 800 す 2438 H20.12 水道局業務課
日産シビリアン 新潟 200 さ 18 H10.5 健康長寿ｱｸﾃ ｨ ﾌ ﾞ交流ｾﾝ ﾀ ｰ

車種 車両番号 取得年月 所管課
スズキワゴンR 新潟 580 の 8451 H23.7 教育総務課
トヨエースダブルキャブ 新潟 400 て 2776 H21.11 教育総務課
トヨタヴォクシー 新潟 500 ほ 809 H14.5 教育総務課
トヨタハイエース 新潟 400 す 1684 H11.12 市民文化会館
三菱ローザ 新潟 200 さ 579 H14.7 こども課（加治川庁舎）
三菱ローザ 新潟 200 さ 706 H15.6 こども課（加治川庁舎）
日野リエッセ 新潟 200 さ 1405 H20.7 総務課
ホンダシャトル 新潟 502 ほ 2362 R1.9 こども課
日産キャラバン 新潟 400 て 1351 H21.7 環境衛生課
いすずエルフ 新潟 800 す 2438 H20.12 水道局業務課
日産シビリアン 新潟 200 さ 18 H10.5 健康長寿ｱｸﾃ ｨ ﾌ ﾞ交流ｾﾝ ﾀ ｰ
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頁 内容 新 旧 修正理由

113 借り上げ

可能ごみ

収集用車

両

６-３ 借り上げ可能ごみ収集用車両

ごみ収集委託業者

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：環境衛生課）

６-３ 借り上げ可能ごみ収集用車両

ごみ収集委託業者

令和 6年 11 月 1日現在（資料：環境衛生課）

時点修正

113 借り上げ

可能し尿

収集用車

両

６-４ 借り上げ可能し尿収集用車両

し尿処理委託・浄化槽清掃業許可業者

※中型：3,000ℓクラス 令和 7年 11 月 1 日現在（資料：環境衛生課）

６-４ 借り上げ可能し尿収集用車両

し尿処理委託・浄化槽清掃業許可業者

※中型：3,000ℓクラス 令和 6年 11 月 1日現在（資料：環境衛生課）

時点修正

114 バス、タ
クシー事
業所

⑴ バス貸切事業

令和 7年 11 月 1 日現在（資料：公共交通推進室）

⑴ バス貸切事業

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：公共交通推進室）

時点修正

事業者名 車両名称 積載量
（kg）

車両
台数

実所有
車両 所在地 電話番号

小柳産業㈱ 塵芥車 2,000 12 33 八幡新田 416 22-7010
トラック 2,000 3 9

㈲住吉産業 塵芥車 2,000 2 ９ 早道場 593-1 23-6022
トラック 2,000 1 4

㈱新発田廃棄物センター 塵芥車 2,000 1 8 城北町 2-12-18 23-5533
トラック 2,000 1 1

㈲紫雲寺清掃社 塵芥車 2,000 1 3 真中 2128 41-2359
トラック 2,000 1 1

加治川クリーンサービス 塵芥車 4,000 1 2 下小中山 373-１ 33-2104
トラック 2,000 1 1

計 塵芥車 17 55
トラック 7 16

事業者名 車両名称 積載量
（kg）

車両
台数

実所有
車両 所在地 電話番号

小柳産業㈱ 塵芥車 2,000 12 33 八幡新田 416 22-7010
トラック 2,000 3 9

㈲住吉産業 塵芥車 2,000 2 10 住吉町 2-3-31 23-6022
トラック 2,000 1 4

㈱新発田廃棄物センター 塵芥車 2,000 2 8 城北町 2-12-18 23-5533
トラック 2,000 1 1

㈲紫雲寺清掃社 塵芥車 2,000 1 3 真中 2128 41-2359
トラック 2,000 1 1

加治川クリーンサービス 塵芥車 4,000 1 2 下小中山 373-１ 33-2104
トラック 2,000 1 1

計 塵芥車 18 56
トラック 7 16

事業者名
バキュームカー 実所有

車両 所在地 電話番号
し尿
収集
委託

浄化槽
清掃
許可大型 中型 小型

小柳産業㈱ 3 7 八幡新田 416 22-7010 ○ ○
㈲北信 3 4 佐々木 1766-9 27-6290 ○ ○
新発田衛生社 1 2 諏訪町 2-3-28 22-4371 ○ ○
㈱都市環境 2 7 冨塚町 2-1002 22-6337 ○ ○
㈲紫雲寺清掃社 1 2 真中 2128 41-2359 ○ ○
㈱新潟環境保全ｻｰﾋﾞｽ 1 2 藤塚浜 3130-9 41-4357 ○ ○

計 10 24

事業者名
バキュームカー 実所有

車両 所在地 電話番号
し尿
収集
委託

浄化槽
清掃
許可大型 中型 小型

小柳産業㈱ 3 7 八幡新田 416 22-7010 ○ ○
㈲北信 3 4 佐々木 1766-9 27-6290 ○ ○
新発田衛生社 1 2 諏訪町 2-3-28 22-4371 ○ ○
㈱都市環境 2 6 冨塚町 2-1002 22-6337 ○ ○
㈲紫雲寺清掃社 1 2 真中 2128 41-2359 ○ ○
㈱新潟環境保全ｻｰﾋﾞｽ 1 2 藤塚浜 3130-9 41-4357 ○ ○

計 10 23

事業所 所在地 電話番号
（削除）
㈲シティバス 富塚町 1-921-1 24-3017
㈲高砂観光バス下越営業所 佐々木 2184-18 27-7996
新潟交通観光バス㈱新発田営業所 豊町 1-3-14 23-2111
㈱北新バス 佐々木 2591-179 27-2577
村上観光新発田営業所 新富町 2-1-17 23-0360
㈱ケー・オー・ケー・ケー 大栄町 6-6-4 22-1404
NPO法人七葉 ※自家用有償地域運行事業者 菅谷 3350 29-2002

事業所 所在地 電話番号
㈱サンライズカンパニー 佐々木 2621-1 28-8799
㈲シティバス 富塚町 1-921-1 24-3017
㈲高砂観光バス下越営業所 佐々木 2184-18 27-7996
新潟交通観光バス㈱新発田営業所 豊町 1-3-14 23-2111
㈱北新バス 佐々木 2591-179 27-2577
村上観光新発田営業所 新富町 2-1-17 23-0360
㈱ケー・オー・ケー・ケー 大栄町 6-6-4 22-1404
NPO法人七葉 ※自家用有償地域運行事業者 菅谷 3350 29-2002
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頁 内容 新 旧 修正理由

118 新発田市
防災行政
無線

⑴ 行政用 ⑴ 行政用 時点修正

125 福祉避難

所

８-２ 福祉避難所

令和 7年 11 月 1 日現在

８-２ 福祉避難所

令和 6年 12 月 1日現在

協定締結

による追

加

128 救護所設
置予定施
設

８-５ 救護所設置予定施設 ８-５ 救護所設置予定施設 協定締結
による追
加

無線局名 形態等 出力(W) 配備課等 備考
しばたし 303 車載 5 地域安全課 日産 キャラバン
しばたし 304 車載 5 維持管理課 トヨタ ヤリスクロス
しばたし 315 車載 5 紫雲寺支所 （削除）

無線局名 形態等 出力(W) 配備課等 備考
しばたし 303 車載 5 地域安全課 トヨタ ハイエース
しばたし 304 車載 5 維持管理課 三菱 パジェロイオ
しばたし 315 車載 5 紫雲寺支所 日産 マーチ

№ 施設の名称 所在地 電話番号 管理者 収容可能
人員

1 新発田地域生活総合支援センターさん
さん館ⅰ

島潟 1454 22-9900 社会福祉法人
のぞみの家福祉会

10人

2 生活介護事業所あおの風 御幸町 2-14-14 28-8631 15 人
3 ほっとしばたケアセンター

（認知症対応型共同生活介護）
豊町 3-5-11 23-0155

株式会社
ほっとしばた
ケアセンター

10人

4 ほっとしばたケアセンターひまわり
（通所介護サービス）

豊町 3-5-12 23-0155 10 人

5 ほっとしばたケアセンター
（短期入所生活介護サービス）

豊町 3-5-12 23-0155 10 人

6
介護老人保健施設 二王子

虎丸 452 25-3737 医療法人社団
M＆Bコラボレーシ
ョン

10人

7 特別養護老人ホーム二の丸 上館 520 番地 1 23-3166 社会福祉法人
二王子会

10人
8 特別養護老人ホームつきおかの里 本田壬 393 番地 32-3925 10 人
9 パル comfy 陽だまり苑 中央町 5-4-2 23-1117 社会福祉法人いじみ

の福祉会
10人

№ 施設の名称 所在地 電話番号 管理者 収容可能
人員

1 新発田地域生活総合支援センターさん
さん館ⅰ

島潟 1454 22-9900 社会福祉法人
のぞみの家福祉会

10人

2 生活介護事業所あおの風 御幸町 2-14-14 28-8631 15 人
3 ほっとしばたケアセンター

（認知症対応型共同生活介護）
豊町 3-5-11 23-0155

株式会社
ほっとしばた
ケアセンター

10人

4 ほっとしばたケアセンターひまわり
（通所介護サービス）

豊町 3-5-12 23-0155 10 人

5 ほっとしばたケアセンター
（短期入所生活介護サービス）

豊町 3-5-12 23-0155 10 人

6
介護老人保健施設 二王子

虎丸 452 25-3737 医療法人社団
M＆Bコラボレーシ
ョン

10人

7 特別養護老人ホーム二の丸 上館 520 番地 1 23-3166 社会福祉法人
二王子会

10人
8 特別養護老人ホームつきおかの里 本田壬 393 番地 32-3925 10 人

（追加）

№ 名称 住所 電話番号 FAX 番号
1 外ケ輪小学校 中央町 5-8-9 22-2549 23-7203
2 御免町小学校 大栄町 4-5-33 22-2216 24-4610
3 猿橋小学校 中曽根町 3-8-29 22-2123 22-5892
4 住吉小学校 住吉町 3-6-22 24-1148 23-3993
5 東豊小学校 東新町 4-10-8 23-5075 23-5189
6 二葉小学校 中田町 3-6-1 22-2164 22-6690
7 東小学校 五十公野 4862 22-3641 22-8644
8 旧松浦小学校 法正橋 39
9 旧米倉小学校 大槻 4211-260
10 あかたにの家 上赤谷 2173 28-2116 28-2123
11 川東小学校 下羽津 1938 25-2009 25-2911
12 旧菅谷小学校 繁山 70
13 七葉小学校 黒岩 66 29-3305 31-2012
14 佐々木小学校 則清 856 27-2011 27-2275
15 旧荒橋小学校 荒町 1483
16 豊浦小学校 大伝 465-2 22-2304 23-7002
17 旧天王小学校 天王甲 18
18 旧本田小学校 本田丙 12
19 紫雲寺小学校 稲荷岡 2389 41-2022 41-2042
20 旧米子小学校 真野原外 1773
21 旧藤塚小学校 藤塚浜 4063-3
22 加治川小学校 上今泉 366 33-2435 33-3663

23 新発田地区救急診療所・休
日救急歯科診療所 本町 1-16-14 23-8350

№ 名称 住所 電話番号 FAX番号
1 外ケ輪小学校 中央町 5-8-9 22-2549 23-7203
2 御免町小学校 大栄町 4-5-33 22-2216 24-4610
3 猿橋小学校 中曽根町 3-8-29 22-2123 22-5892
4 住吉小学校 住吉町 3-6-22 24-1148 23-3993
5 東豊小学校 東新町 4-10-8 23-5075 23-5189
6 二葉小学校 中田町 3-6-1 22-2164 22-6690
7 東小学校 五十公野 4862 22-3641 22-8644
8 旧松浦小学校 法正橋 39
9 旧米倉小学校 大槻 4211-260
10 あかたにの家 上赤谷 2173 28-2116 28-2123
11 川東小学校 下羽津 1938 25-2009 25-2911
12 旧菅谷小学校 繁山 70
13 七葉小学校 黒岩 66 29-3305 31-2012
14 佐々木小学校 則清 856 27-2011 27-2275
15 旧荒橋小学校 荒町 1483
16 豊浦小学校 大伝 465-2 22-2304 23-7002
17 旧天王小学校 天王甲 18
18 旧本田小学校 本田丙 12
19 紫雲寺小学校 稲荷岡 2389 41-2022 41-2042
20 旧米子小学校 真野原外 1773
21 旧藤塚小学校 藤塚浜 4063-3
22 加治川小学校 上今泉 366 33-2435 33-3663

（追加）
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頁 内容 新 旧 修正理由

129 避難所予
定施設

８-６ 避難所予定施設

令和 7年 11 月 1日現在（資料：人権啓発課、市民まちづくり支援課、健康推進課、農林水産課）

８-６ 避難所予定施設

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：人権啓発課、市民まちづくり支援課、健康推進課、農林水産課）

実態に合
わせて修
正

134 旅 館 組
合、入浴
施設

⑵ 入浴施設 ⑵ 入浴施設 実態に合
わせて修
正

135

～

141

協定締結

一覧

９-１ 災害協定締結状況

⑴ 自治体等相互応援協定

９-１ 災害協定締結状況

⑴ 自治体等相互応援協定

ページ修

正

協定締結

による追

加

避難所予定施設 所在地 電話番号 延床面積
住吉コミュニティセンター 住吉町 5-4-25 26-7060 801.05 ㎡
五十公野コミュニティセンター 五十公野 4930-1 26-8139 1,801.78 ㎡
佐々木コミュニティセンター 則清 956-1 27-6627 816.10 ㎡
御幸町ふれあいコミュニティセンター 御幸町 3-11-9 26-5276 377.50 ㎡
猿橋コミュニティセンター 住吉町 1-7-17 20-5361 2,722.77 ㎡
菅谷コミュニティセンター 菅谷 3350 29-2002 999.80 ㎡
七葉コミュニティセンター 三日市 862 24-0778 807.40 ㎡
川東コミュニティセンター 下羽津 1908 25-2025 776.82 ㎡

避難所予定施設 所在地 電話番号 延床面積
住吉コミュニティセンター 住吉町 5-4-25 26-7060 （追加）
五十公野コミュニティセンター 五十公野 4930-1 26-8139 （追加）
佐々木コミュニティセンター 則清 956-1 27-6627 （追加）
御幸町ふれあいコミュニティセンター 御幸町 3-11-9 26-5276 （追加）
猿橋コミュニティセンター 住吉町 1-7-17 20-5361 （追加）
菅谷コミュニティセンター 菅谷 3350 29-2002 （追加）
七葉コミュニティセンター 三日市 862 24-0778 （追加）
川東コミュニティセンター 下羽津 1908 25-2025 （追加）

名称 住所 電話番号
紫雲の郷館 新発田市藤塚浜 966 41-1126

名称 住所 電話番号
紫雲の郷（追加） 新発田市藤塚浜 966 41-1126

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害応急対策活動の相互
応援に関する協定（義士
親善友好都市交流会議
（忠臣蔵サミット））

北海道砂川市、岩手県一
関市、茨城県笠間市・桜川
市、栃木県大田原市、群馬
県藤岡市、東京都千代田
区・港区・新宿区・墨田区、
長野県諏訪市、愛知県西
尾市、滋賀県大津市・野洲
市兵庫県相生市、豊岡市、
加西市、丹波篠山市、加東
市、赤穂市、広島県三次
市、熊本県山鹿市

H8.4.1 ⑴非常災害時における食糧、飲料
水、生活必需品、資器材等の提
供

⑵被災者援護に係る職員の応援
及び施設の利用

⑶被災者の医療・防疫活動におけ
る職員の応援、医療品等の提供

141

災害時における相互応援
協定（新発田地域広域消
防本部管内市町村）

胎内市、聖籠町 H8.4.1 ⑴住民の生命と財産を守るため
の救出救助、医療救護、防疫等
の応急活動

⑵食糧、飲料水等、日用品並びに
それらの供給に必要な資機材
の提供

⑶救援及び救助活動に必要な車
両等の提供

⑷救援、医療、防疫、応急復旧等
に必要な職員の派遣

⑸児童、生徒の受入れ
⑹被災者を一時収容するための
施設の提供または斡旋

143

友好都市災害時相互応援
協定（石川県加賀市）

石川県加賀市 H8.9.1 ⑴被災者の救出、医療、防疫、施
設の応急復旧等に必要な物資、
機材及び車両の提供

⑵食糧、飲料水、生活必需品その
他の生活物資並びにそれらを
提供するために必要な機材及

145

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害応急対策活動の相互
応援に関する協定（義士
親善友好都市交流会議
（忠臣蔵サミット））

北海道砂川市、岩手県一
関市、茨城県笠間市・桜川
市、栃木県大田原市、群馬
県藤岡市、東京都千代田
区・港区・新宿区・墨田区、
長野県諏訪市、愛知県西
尾市、滋賀県大津市・野洲
市兵庫県相生市、豊岡市、
加西市、丹波篠山市、加東
市、赤穂市、広島県三次
市、熊本県山鹿市

H8.4.1 ⑴非常災害時における食糧、飲料
水、生活必需品、資器材等の提
供

⑵被災者援護に係る職員の応援
及び施設の利用

⑶被災者の医療・防疫活動におけ
る職員の応援、医療品等の提供

142

災害時における相互応援
協定（新発田地域広域消
防本部管内市町村）

胎内市、聖籠町 H8.4.1 ⑴住民の生命と財産を守るため
の救出救助、医療救護、防疫等
の応急活動

⑵食糧、飲料水等、日用品並びに
それらの供給に必要な資機材
の提供

⑶救援及び救助活動に必要な車
両等の提供

⑷救援、医療、防疫、応急復旧等
に必要な職員の派遣

⑸児童、生徒の受入れ
⑹被災者を一時収容するための
施設の提供または斡旋

144

友好都市災害時相互応援
協定（石川県加賀市）

石川県加賀市 H8.9.1 ⑴被災者の救出、医療、防疫、施
設の応急復旧等に必要な物資、
機材及び車両の提供

⑵食糧、飲料水、生活必需品その
他の生活物資並びにそれらを
提供するために必要な機材及

146
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頁 内容 新 旧 修正理由

び車両の提供
⑶被災者を一時収容するために
必要な施設の提供及び斡旋

⑷応援に必要な職員の派遣
⑸災害救助ボランティアの斡旋
⑹被災家庭の児童生徒の受入れ

姉妹都市災害時相互応援
協定（長野県須坂市）

長野県須坂市 H7.12.2 ⑴食糧、飲料水及び生活必需物資
並びにその供給に必要な資器
材の提供

⑵被災者の救出、医療、防疫、施
設の応急復旧等に必要な資器
材及び物資の提供

⑶救援及び救助活動に必要な車
両等の提供

⑷消火、救援、医療、防疫、応急
復旧活動等に必要な職員の派
遣

⑸ボランティアのあっせん
⑹児童生徒の受入れ
⑺被災者を一時収容するための
施設の提供又はあっせん

147

全国市町村あやめサミッ
ト連絡協議会の災害時に
おける相互応援に関する
協定（全国市町村あやめ
サミット連絡協議会加盟
市区町村）

北海道厚岸町・長万部町、
宮城県多賀城市、山形県
長井市、福島県鏡石町・会
津美里町、茨城県潮来市、
千葉県佐倉市・香取市山
梨県南アルプス市、静岡
県伊豆の国市

H12.4.26 ⑴災害復旧活動における職員の
派遣及び後方支援

⑵被害状況の把握や救助等の応
急活動における職員の派遣及
び後方支援

⑶備蓄物資及び資機材、車両等の
提供及びあっせん

⑷被災者の一時収容のための施
設の提供及びあっせん

149

大規模災害時における
「チームにいがた」によ
る相互応援等に関する協
定（新潟県及び県内市町
村）

新潟県及び県内市町村 H31.3.11 国要綱に基づく調整により応援
が必要とされた業務

153

災害時における近隣市町
村相互援助協定（近隣市
町村）

新潟市、長岡市、三条市、
加茂市、燕市、五泉市、阿
賀野市、佐渡市、聖籠町、
弥彦村、田上町

H18.8.1 ⑴日用品、食料、資材、機械、器
具の提供

⑵職員の派遣

151

災害時の情報交換に関す
る協定（国土交通省北陸
地方整備局）

国土交通省北陸地方整備
局

H23.3.1 ⑴一般被害状況に関すること
⑵公共土木施設(河川・海岸・道
路・公園・下水道・港湾等)の被
害状況に関すること

156

災害時における相互応援
に関する協定（千葉県浦
安市）

千葉県浦安市 H25.5.21 ⑴被災者の救出、医療、防疫、施
設の応急復旧等に必要な物資、
機材及び車両の提供

⑵食糧、飲料水、生活必需品その
他の生活物資並びにそれらを
提供するために必要な機材及
び車両の提供

⑶被災者を一時収容するために
必要な施設の提供及びあっせ
ん

⑷応急復旧活動等に必要な職員
の派遣

157

び車両の提供
⑶被災者を一時収容するために
必要な施設の提供及び斡旋

⑷応援に必要な職員の派遣
⑸災害救助ボランティアの斡旋
⑹被災家庭の児童生徒の受入れ

姉妹都市災害時相互応援
協定（長野県須坂市）

長野県須坂市 H7.12.2 ⑴食糧、飲料水及び生活必需物資
並びにその供給に必要な資器
材の提供

⑵被災者の救出、医療、防疫、施
設の応急復旧等に必要な資器
材及び物資の提供

⑶救援及び救助活動に必要な車
両等の提供

⑷消火、救援、医療、防疫、応急
復旧活動等に必要な職員の派
遣

⑸ボランティアのあっせん
⑹児童生徒の受入れ
⑺被災者を一時収容するための
施設の提供又はあっせん

148

全国市町村あやめサミッ
ト連絡協議会の災害時に
おける相互応援に関する
協定（全国市町村あやめ
サミット連絡協議会加盟
市区町村）

北海道厚岸町・長万部町、
宮城県多賀城市、山形県
長井市、福島県鏡石町・会
津美里町、茨城県潮来市、
千葉県佐倉市・香取市山
梨県南アルプス市、静岡
県伊豆の国市

H12.4.26 ⑴災害復旧活動における職員の
派遣及び後方支援

⑵被害状況の把握や救助等の応
急活動における職員の派遣及
び後方支援

⑶備蓄物資及び資機材、車両等の
提供及びあっせん

⑷被災者の一時収容のための施
設の提供及びあっせん

150

大規模災害時における
「チームにいがた」によ
る相互応援等に関する協
定（新潟県及び県内市町
村）

新潟県及び県内市町村 H31.3.11 国要綱に基づく調整により応援
が必要とされた業務

154

災害時における近隣市町
村相互援助協定（近隣市
町村）

新潟市、長岡市、三条市、
加茂市、燕市、五泉市、阿
賀野市、佐渡市、聖籠町、
弥彦村、田上町

H18.8.1 ⑴日用品、食料、資材、機械、器
具の提供

⑵職員の派遣

152

災害時の情報交換に関す
る協定（国土交通省北陸
地方整備局）

国土交通省北陸地方整備
局

H23.3.1 ⑴一般被害状況に関すること
⑵公共土木施設(河川・海岸・道
路・公園・下水道・港湾等)の被
害状況に関すること

157

災害時における相互応援
に関する協定（千葉県浦
安市）

千葉県浦安市 H25.5.21 ⑴被災者の救出、医療、防疫、施
設の応急復旧等に必要な物資、
機材及び車両の提供

⑵食糧、飲料水、生活必需品その
他の生活物資並びにそれらを
提供するために必要な機材及
び車両の提供

⑶被災者を一時収容するために
必要な施設の提供及びあっせ
ん

⑷応急復旧活動等に必要な職員
の派遣

158
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頁 内容 新 旧 修正理由

⑵ 物資等の供給 ⑵ 物資等の供給

⑸被災家庭の児童生徒の受入れ
災害時における相互応援
協定に関する協定

神奈川県海老名市 R3.11.8 ⑴食料、飲料水及び生活必需品等
の提供並びにその供給に必要
な資機材の提供

⑵救援及び救助活動に必要な車
両等の提供

⑶被災者の救出、医療、防疫及び
施設の応急復旧活動等に必要
な物資及び資機材の提供

⑷救援、医療、防疫及び応急復旧
活動に必要な職員の派遣

⑸被災者を一時収容するための
施設の提供又はあっ旋

159

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時における救援物資
提供に関する協定

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾚｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
下越支店東港ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ

H17.7.4 物資の調達及び供給、地域貢献型
自動販売機による災害時におけ
る救援物資提供

164

災害時における食糧供給
に関する協定

サトウ食品㈱ H18.1.23 食糧の調達及び安定提供 168

災害時における救援物資
の供給に関する協定

サントリービバレッジサ
ービス㈱関東・信越営業
本部(新潟東支店)

H29.2.17 物資の調達及び供給、緊急時飲料
提供自動販売機の機内在庫製品
の無償提供

206

災害時における物資の供
給に関する協定

レンゴー㈱新潟工場 H25.3.21 段ボール製品、段ボール製簡易
ベッド、その他、乙の取り扱う
商品の調達及び安定提供

210

災害時における飲料水の
提供に関する協定

㈱伊藤園（新潟東部支店） R4.4.1 飲料水の提供、災害対応型自動販
売機の庫内在庫は救援物資とし
て無償提供

211

災害時における畳の供給
に関する協定

下越畳業組合 H30.10.31 畳の供給及び搬送 240

災害時における物資の供
給等に関する協定

㈱ウオロク H31.2.1 食料品、日用品等の供給及び店舗
駐車場の利用

244

災害時における協力に関
する協定

㈱コメリ（パワー新発田
店）

H20.4.17 コメリパワー新発田店の駐車場
の利用、及び物資の取り揃え

172

災害時における物資供給
等に関する協定

イオン㈱関東カンパニー
新潟事業部ジャスコ新発
田店（イオンモール新発
田店）

H18.7.13 避難場所として駐車場の開放、物
資の調達及び安定提供の協力

174

災害時における物資供給
及び店舗駐車場の提供に
関する協定

アークランズ株式会社 H29.8.25 ⑴食料品、飲料品、生活・日用品
等の物資の供給

⑵店舗駐車場の利用

237

災害時における石油等供
給に関する協定

新潟県石油商業組合新発
田支部新発田支会

H18.7.13 石油等の調達及び安定供給の協
力

169

災害時における LP ガス
供給に関する協定

㈳新潟県ＬＰガス協会新
発田支部

H18.7.13 ＬＰガスの調達及び安定供給の
協力

170

災害時における救急医薬
品の調達等に関する協定

(一社)下越薬剤師会 R2.12.4 救急医薬品の調達 277

災害時における医療救護
活動に関する協定

(一社)新発田北蒲原医師会 H19.11.1 医療救護活動の協力 175

災害時における物資供給 NPO 法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝ H18.7.13 資機材等物資の調達及び安定提 171

⑸被災家庭の児童生徒の受入れ
災害時における相互応援
協定に関する協定

神奈川県海老名市 R3.11.8 ⑴食料、飲料水及び生活必需品等
の提供並びにその供給に必要
な資機材の提供

⑵救援及び救助活動に必要な車
両等の提供

⑶被災者の救出、医療、防疫及び
施設の応急復旧活動等に必要
な物資及び資機材の提供

⑷救援、医療、防疫及び応急復旧
活動に必要な職員の派遣

⑸被災者を一時収容するための
施設の提供又はあっ旋

160

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時における救援物資
提供に関する協定

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾚｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
下越支店東港ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ

H17.7.4 物資の調達及び供給、地域貢献型
自動販売機による災害時におけ
る救援物資提供

165

災害時における食糧供給
に関する協定

サトウ食品㈱ H18.1.23 食糧の調達及び安定提供 169

災害時における救援物資
の供給に関する協定

サントリービバレッジサ
ービス㈱関東・信越営業
本部(新潟東支店)

H29.2.17 物資の調達及び供給、緊急時飲料
提供自動販売機の機内在庫製品
の無償提供

207

災害時における物資の供
給に関する協定

レンゴー㈱新潟工場 H25.3.21 段ボール製品、段ボール製簡易
ベッド、その他、乙の取り扱う
商品の調達及び安定提供

211

災害時における飲料水の
提供に関する協定

㈱伊藤園（新潟東部支店） R4.4.1 飲料水の提供、災害対応型自動販
売機の庫内在庫は救援物資とし
て無償提供

212

災害時における畳の供給
に関する協定

下越畳業組合 H30.10.31 畳の供給及び搬送 241

災害時における物資の供
給等に関する協定

㈱ウオロク H31.2.1 食料品、日用品等の供給及び店舗
駐車場の利用

245

災害時における協力に関
する協定

㈱コメリ（パワー新発田
店）

H20.4.17 コメリパワー新発田店の駐車場
の利用、及び物資の取り揃え

173

災害時における物資供給
等に関する協定

イオン㈱関東カンパニー
新潟事業部ジャスコ新発
田店（イオンモール新発
田店）

H18.7.13 避難場所として駐車場の開放、物
資の調達及び安定提供の協力

175

災害時における物資供給
及び店舗駐車場の提供に
関する協定

アークランズ株式会社 H29.8.25 ⑴食料品、飲料品、生活・日用品
等の物資の供給

⑵店舗駐車場の利用

238

災害時における石油等供
給に関する協定

新潟県石油商業組合新発
田支部新発田支会

H18.7.13 石油等の調達及び安定供給の協
力

170

災害時における LP ガス
供給に関する協定

㈳新潟県ＬＰガス協会新
発田支部

H18.7.13 ＬＰガスの調達及び安定供給の
協力

171

災害時における救急医薬
品の調達等に関する協定

(一社)下越薬剤師会 R2.12.4 救急医薬品の調達 278

災害時における医療救護
活動に関する協定

(一社)新発田北蒲原医師会 H19.11.1 医療救護活動の協力 176

災害時における物資供給 NPO 法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝ H18.7.13 資機材等物資の調達及び安定提 172
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頁 内容 新 旧 修正理由

⑶ 応急復旧活動 ⑶ 応急復旧活動

に関する協定 ﾀｰ 供の協力
災害時における機材の供
給に関する協定

㈱エムオーテック(新潟
営業支店)

H26.6.1 重仮設機材の供給、搬送及び人的
協力

215

災害時における仮設ハウ
ス等の供給に関する協定

㈱ナガワ H28.3.8 仮設ハウス、暖房機器、その他甲
が指定する什器備品、倉庫等の供
給

226

災害時におけるレンタル
機材の供給に関する協定

㈱カナモト H26.4.25 レンタル機材の供給 213

災害時における地図製品
等の供給等に関する協定

株式会社ゼンリン新潟営
業所

R2.2.7 地図製品等の供給 251

災害時における機材のレ
ンタル供給に関する協定

株式会社アクティオ R4.12.1 レンタル機材の供給 309

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時の協力に関する協
定

東北電力㈱新発田電力セ
ンター

H30.8.24 ⑴災害情報の提供、共有
⑵災害対策本部への社員の派遣
⑶防災拠点施設の電力設備の復
旧

239

災害時の応援業務に関す
る協定

㈳新潟県測量設計業協会 H20.9.1 ⑴公共土木施設の被災状況の調
査

⑵公共土木施設の被害等の応急
対策及び災害復旧のための測
量及び設計

⑶市管理の林業用施設の被害等
の応急対策及び災害復旧のた
めの測量及び設計

185

災害時の応援業務に関す
る協定

㈳新潟県農業土木技術協
会

H20.10.1 ⑴農地、農業用施設等の被災状況
の調査

⑵農地、農業用施設等の被害等の
応急対策及び災害復旧のため
の測量及び設計

187

災害時における水道施設
の応急給水及び応急復旧
の応援に関する協定

新発田管工事業協同組合 H13.12.1 水道施設の応急給水及び応急復
旧の応援

202

災害時の応援業務に関す
る協定

新発田地区防災協議会
（新発田商工会議所内）

H21.1.28 ⑴復旧・復興に関する業務
⑵避難所対策（運営）に関する業
務

⑶物資支援に関する業務
⑷家屋等被害判定に関する業務

204

災害時における応急対策
業務に関する協定

新潟県瓦工事業共同組合 H26.10.22 応急対策工事 217

災害時における水道施設
に係る応急対策業務の応
援に関する協定

㈱日本ウォーターテック
ス・マイシステム共同企
業体

R3.4.1 ⑴水道業務に関する電話対応・広
報活動

⑵応急給水活動

230

災害時における車両等障
害物除去に関する協定

NPO 法人全日本レッカ
ー協会

H28.12.21 車両等障害物除去 235

災害時における復旧支援
協力に関する協定

(公社)日本下水道管路管
理業協会

R2.3.4 公共下水道管路施設及び農業集
落排水管路施設等の応急復旧（巡
視、点検、調査、清掃、修繕

255

災害時における水道施設
の電気設備応急復旧の応

菖城電設協同組合 H20.12.12 水道施設の電気設備応急復旧の
応援

311

に関する協定 ﾀｰ 供の協力
災害時における機材の供
給に関する協定

㈱エムオーテック(新潟
営業支店)

H26.6.1 重仮設機材の供給、搬送及び人的
協力

216

災害時における仮設ハウ
ス等の供給に関する協定

㈱ナガワ H28.3.8 仮設ハウス、暖房機器、その他甲
が指定する什器備品、倉庫等の供
給

227

災害時におけるレンタル
機材の供給に関する協定

㈱カナモト H26.4.25 レンタル機材の供給 214

災害時における地図製品
等の供給等に関する協定

株式会社ゼンリン新潟営
業所

R2.2.7 地図製品等の供給 252

災害時における機材のレ
ンタル供給に関する協定

株式会社アクティオ R4.12.1 レンタル機材の供給 305-5

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時の協力に関する協
定

東北電力㈱新発田電力セ
ンター

H30.8.24 ⑴災害情報の提供、共有
⑵災害対策本部への社員の派遣
⑶防災拠点施設の電力設備の復
旧

240

災害時の応援業務に関す
る協定

㈳新潟県測量設計業協会 H20.9.1 ⑴公共土木施設の被災状況の調
査

⑵公共土木施設の被害等の応急
対策及び災害復旧のための測
量及び設計

⑶市管理の林業用施設の被害等
の応急対策及び災害復旧のた
めの測量及び設計

186

災害時の応援業務に関す
る協定

㈳新潟県農業土木技術協
会

H20.10.1 ⑴農地、農業用施設等の被災状況
の調査

⑵農地、農業用施設等の被害等の
応急対策及び災害復旧のため
の測量及び設計

188

災害時における水道施設
の応急給水及び応急復旧
の応援に関する協定

新発田管工事業協同組合 H13.12.1 水道施設の応急給水及び応急復
旧の応援

203

災害時の応援業務に関す
る協定

新発田地区防災協議会
（新発田商工会議所内）

H21.1.28 ⑴復旧・復興に関する業務
⑵避難所対策（運営）に関する業
務

⑶物資支援に関する業務
⑷家屋等被害判定に関する業務

205

災害時における応急対策
業務に関する協定

新潟県瓦工事業共同組合 H26.10.22 応急対策工事 218

災害時における水道施設
に係る応急対策業務の応
援に関する協定

㈱日本ウォーターテック
ス・マイシステム共同企
業体

R3.4.1 ⑴水道業務に関する電話対応・広
報活動

⑵応急給水活動

231

災害時における車両等障
害物除去に関する協定

NPO 法人全日本レッカ
ー協会

H28.12.21 車両等障害物除去 236

災害時における復旧支援
協力に関する協定

(公社)日本下水道管路管
理業協会

R2.3.4 公共下水道管路施設及び農業集
落排水管路施設等の応急復旧（巡
視、点検、調査、清掃、修繕

256

災害時における水道施設
の電気設備応急復旧の応

菖城電設協同組合 H20.12.12 水道施設の電気設備応急復旧の
応援

305-7
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頁 内容 新 旧 修正理由

⑷ 放送

⑸ 情報収集・輸送

⑹ 施設使用（避難所、避難場所、救護所）

⑷ 放送

⑸ 情報収集・輸送

⑹ 施設使用（避難所、避難場所（追加））

援に関する協定
災害時における応急対策
業務に関する協定

(一社)日本石材産業協会
新潟県支部
(一社)日本石材産業協会

R4.5.11 ⑴転倒又は残置された石造物や
土石等の撤去・集積・復旧等
⑵応急対策活動に必要な資材の
提供
⑶その他実施可能なもの

313

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

新発田市災害緊急放送に
関する協定

㈱エフエムしばた H9.9.26 災害情報、被害状況、ライフライ
ンに関する情報、災害救助・支援
の状況などに関する情報の緊急
（割込み）放送

177

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時の情報収集等のに
関する協定

新発田ハイヤー・タクシ
ー協会

R1.12.23 ⑴要配慮者、避難救援活動を行う
ために必要な人員等の輸送業
務

⑵応急対策を行うために必要な
物資の輸送業務

⑶災害の状況及び被害情報の収
集

208

ドローンを活用した災害
時における情報収集に関
する協定

株式会社トップライズ R7.4.10 ⑴災害時等において、市からの要
請により航空映像、画像情報の
収集による被災状況調査業務
（ドローンによる空撮）

⑵収集したデータ情報の処理、加
工業務

328

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田高等学校 R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

259

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田商業高等
学校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

261

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田竹俣特別
支援学校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

263

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田南高等学
校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

265

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田農業高等
学校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営

267

援に関する協定
災害時における応急対策
業務に関する協定

(一社)日本石材産業協会
新潟県支部
(一社)日本石材産業協会

R4.5.11 ⑴転倒又は残置された石造物や
土石等の撤去・集積・復旧等
⑵応急対策活動に必要な資材の
提供
⑶その他実施可能なもの

305-9

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

新発田市災害緊急放送に
関する協定

㈱エフエムしばた H9.9.26 災害情報、被害状況、ライフライ
ンに関する情報、災害救助・支援
の状況などに関する情報の緊急
（割込み）放送

178

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時の情報収集等のに
関する協定

新発田ハイヤー・タクシ
ー協会

R1.12.23 ⑴要配慮者、避難救援活動を行う
ために必要な人員等の輸送業
務

⑵応急対策を行うために必要な
物資の輸送業務

⑶災害の状況及び被害情報の収
集

209

ドローンを活用した災害
時における情報収集に関
する協定

株式会社トップライズ R7.4.10 ⑴災害時等において、市からの要
請により航空映像、画像情報の
収集による被災状況調査業務
（ドローンによる空撮）

⑵収集したデータ情報の処理、加
工業務

305-24

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田高等学校 R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

260

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田商業高等
学校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

262

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田竹俣特別
支援学校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

264

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田南高等学
校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

266

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立新発田農業高等
学校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営

268
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頁 内容 新 旧 修正理由

⑺ 福祉避難所

⑻ その他

⑺ 福祉避難所

⑻ その他

に協力
災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立西新発田高等学
校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

269

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新発田中央高等学校 R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

271

津波発生時における指定
緊急避難場所としての使
用に関する協定

㈱中条ゴルフ倶楽部 R2.11.1 避難場所としての敷地及び建物
の一部を使用

273

津波発生時における指定
緊急避難場所としての使
用に関する協定書

㈱北日本ホーム食品 R2.11.1 避難場所としての敷地及び建物
の一部を使用

275

災害時における宿泊施設
等の提供に関する協定

新潟県旅館ホテル生活衛
生同業組合新発田支部

R3.8.26 大規模災害時、避難先としての宿
泊施設の提供

295

災害時における宿泊施設
等の提供に関する協定

月岡温泉旅館協同組合 R3.8.26 大規模災害時、避難先としての宿
泊施設の提供

298

災害時における救護所と
しての施設利用に関する
協定

下越福祉行政組合 R7.10.31 大規模災害時における救護所の
設置及び運営

335

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時における福祉避難
所としての施設利用に関
する協定

社会福祉法人のぞみの家
福祉会

R2.4.30 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

221

災害時における福祉避難
所としての施設利用に関
する協定

株式会社ほっとしばたケ
アセンター

R1.12.24 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

246

災害時における福祉避難
所の設置運営に関する協
定

医療法人社団 M＆B コ
ラボレーション

R4.4.1 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

305

災害時における福祉避難
所の設置運営に関する協
定

社会福祉法人二王子会 R6.10.1
R6.12.1

要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

318

災害時における福祉避難
所の設置運営に関する協
定

社会福祉法人いじみの福
祉会

R7.9.19 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

330

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害発生時における新発
田市と新発田市内郵便局
の協力に関する協定

日本郵便㈱新発田郵便
局、菅谷郵便局

H9.6.16 ⑴緊急車両等としての車両の提
供

⑵被災者の避難所開設状況及び
被災者の避難先リスト等相互
提供

⑶郵便局ネットワークを活用し
た広報活動

⑷災害救助法適用時における郵
便業務に係る災害特別事務取
扱及び援護対策

161

災害時における新発田市 (公社)隊友会新潟県隊友 H30.10.31 ⑴復旧・復興の補助 242

に協力
災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新潟県立西新発田高等学
校

R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

270

災害時における避難所と
しての使用に関する協定

新発田中央高等学校 R2.2.25 ⑴指定避難所等の開設のために
必要な鍵の貸与

⑵指定避難所等の開設及び運営
に協力

272

津波発生時における指定
緊急避難場所としての使
用に関する協定

㈱中条ゴルフ倶楽部 R2.11.1 避難場所としての敷地及び建物
の一部を使用

274

津波発生時における指定
緊急避難場所としての使
用に関する協定書

㈱北日本ホーム食品 R2.11.1 避難場所としての敷地及び建物
の一部を使用

276

災害時における宿泊施設
等の提供に関する協定

新潟県旅館ホテル生活衛
生同業組合新発田支部

R3.8.26 大規模災害時、避難先としての宿
泊施設の提供

294

災害時における宿泊施設
等の提供に関する協定

月岡温泉旅館協同組合 R3.8.26 大規模災害時、避難先としての宿
泊施設の提供

297

（追加）

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害時における福祉避難
所としての施設利用に関
する協定

社会福祉法人のぞみの家
福祉会

R2.4.30 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

222

災害時における福祉避難
所としての施設利用に関
する協定

株式会社ほっとしばたケ
アセンター

R1.12.24 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

247

災害時における福祉避難
所の設置運営に関する協
定

医療法人社団 M＆B コ
ラボレーション

R4.4.1 要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

305-1

災害時における福祉避難
所の設置運営に関する協
定

社会福祉法人二王子会 R6.10.1
R6.12.1

要配慮者を収容する福祉避難所
としての施設利用

305-14

（追加）

協定名称 締結先 締結日 内容 協定書
掲載頁

災害発生時における新発
田市と新発田市内郵便局
の協力に関する協定

日本郵便㈱新発田郵便
局、菅谷郵便局

H9.6.16 ⑴緊急車両等としての車両の提
供

⑵被災者の避難所開設状況及び
被災者の避難先リスト等相互
提供

⑶郵便局ネットワークを活用し
た広報活動

⑷災害救助法適用時における郵
便業務に係る災害特別事務取
扱及び援護対策

162

災害時における新発田市 (公社)隊友会新潟県隊友 H30.10.31 ⑴復旧・復興の補助 243
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頁 内容 新 旧 修正理由
と公益社団法人隊友会新
潟県隊友会新発田支部と
の応援に関する協定

会新発田支部 ⑵避難所運営の補助
⑶救援物資・資材等の受け入れ、
配分及び積載卸下等の補助
⑷平時における防災普及活動へ
の応援

※災害時の応援業務に関
する協定

新潟県土地家屋調査士
会、公益社団法人新潟県
公共嘱託登記土地家屋調
査士会

H27.4.22 被災した家屋等の登記及び境界
問題並びに境界紛争に関する相
談所の開設

219

※災害時における法律相
談業務に関する協定

新潟県と新潟県弁護士会 H28.3.14 被災者への法律相談 228

住民の安全確保に関する
協定

東京電力株式会社 H25.1.9 平常時における相互の連携を図
る。

284

※災害時の応援業務に関
する協定

㈳新潟電設業協会 H18.3.30 ⑴災害対策用建築電気設備資機
材の提供及びあっせん

⑵県管理公共施設のうち建築電
気設備に関する被災状況の調
査

⑶県管理公共施設のうち建築電
気設備に関する障害物の除去

⑷施設被害のうち建築電気設備
に関する応急対策工事

⑸応急仮設住宅建設のうち建築
電気設備に関する工事

183

※公益社団法人日本水道
協会新潟支部水道災害相
互応援計画

(公社)日本水道協会新潟
支部

S53.8.1 水道施設の被害状況の把握及び
応急給水・復旧

189

災害時における下水道管
路施設の復旧支援協力に
関する協定

(一社)新潟県下水道維持
改築協会

R3.3.8 円滑な復旧支援の実施を図り、災
害により被災した下水道管路施
設の機能を早期復旧

289

災害時における下水道施
設の技術支援協力に関す
る協定

(公社)全国上下水道コン
サルタント協会

R3.3.8 被害の拡大防止と被災した下水
道施設の早期復旧

292

防災パートナーシップに
関する協定

株式会社新潟放送 R3.10.20 ⑴緊急時の情報伝達の要請
⑵災害情報の提供
⑶災害情報の伝達
⑷平常時の連携

301

災害に係る情報発信等に
関する協定

ヤフー株式会社 R3.11.10 ⑴ホームページのアクセス負荷
軽減

⑵ヤフーサービス上への防災情
報等の掲載

303

災害ボランティアセンタ
ーの設置・運営等に関す
る協定

(福)新発田市社会福祉協
議会

R4.6.1 災害ボランティアセンターの設
置・運営

315

災害時における法律相談
に関する協定

新潟県弁護士会 R7.1.31 法律相談会の開催 326

と公益社団法人隊友会新
潟県隊友会新発田支部と
の応援に関する協定

会新発田支部 ⑵避難所運営の補助
⑶救援物資・資材等の受け入れ、
配分及び積載卸下等の補助
⑷平時における防災普及活動へ
の応援

※災害時の応援業務に関
する協定

新潟県土地家屋調査士
会、公益社団法人新潟県
公共嘱託登記土地家屋調
査士会

H27.4.22 被災した家屋等の登記及び境界
問題並びに境界紛争に関する相
談所の開設

220

※災害時における法律相
談業務に関する協定

新潟県と新潟県弁護士会 H28.3.14 被災者への法律相談 229

住民の安全確保に関する
協定

東京電力株式会社 H25.1.9 平常時における相互の連携を図
る。

285

※災害時の応援業務に関
する協定

㈳新潟電設業協会 H18.3.30 ⑴災害対策用建築電気設備資機
材の提供及びあっせん

⑵県管理公共施設のうち建築電
気設備に関する被災状況の調
査

⑶県管理公共施設のうち建築電
気設備に関する障害物の除去

⑷施設被害のうち建築電気設備
に関する応急対策工事

⑸応急仮設住宅建設のうち建築
電気設備に関する工事

184

※公益社団法人日本水道
協会新潟支部水道災害相
互応援計画

(公社)日本水道協会新潟
支部

S53.8.1 水道施設の被害状況の把握及び
応急給水・復旧

190

災害時における下水道管
路施設の復旧支援協力に
関する協定

(一社)新潟県下水道維持
改築協会

R3.3.8 円滑な復旧支援の実施を図り、災
害により被災した下水道管路施
設の機能を早期復旧

288

災害時における下水道施
設の技術支援協力に関す
る協定

(公社)全国上下水道コン
サルタント協会

R3.3.8 被害の拡大防止と被災した下水
道施設の早期復旧

291

防災パートナーシップに
関する協定

株式会社新潟放送 R3.10.20 ⑴緊急時の情報伝達の要請
⑵災害情報の提供
⑶災害情報の伝達
⑷平常時の連携

300

災害に係る情報発信等に
関する協定

ヤフー株式会社 R3.11.10 ⑴ホームページのアクセス負荷
軽減

⑵ヤフーサービス上への防災情
報等の掲載

302

災害ボランティアセンタ
ーの設置・運営等に関す
る協定

(福)新発田市社会福祉協
議会

R4.6.1 災害ボランティアセンターの設
置・運営

305-11

災害時における法律相談
に関する協定

新潟県弁護士会 R7.1.31 法律相談会の開催 305-22
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頁 内容 新 旧 修正理由

新 災害時に

おける福

祉避難所

の設置運

営に関す

る協定

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定

新発田市（以下「甲」という。）と社会福祉法人いじみの福祉会（以下「乙」という。）は、災害時
において、避難所での生活に特別な配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）を受け入れるため
の福祉避難所の指定及び設置運営に関して、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は、新発田市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」
という。）に、乙の運営する施設内を新発田市地域防災計画に定める福祉避難所として利用するこ
とについて、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条 この協定において要配慮者とは、新発田市避難行動要支援者避難支援プランに定める避難
行動要支援者をいう。

２ この協定において福祉避難所とは、避難行動要支援者のうち避難所での生活が困難な者で、身体
等の状況が特別養護老人ホーム、老人短期入所施設又は医療機関等に入所・入院するには至らない
程度の在宅の避難行動要支援者及びその家族や介助者（1名程度）（以下「介助者等」という。）を
一時的に受け入れる施設をいう。

（福祉避難所の指定及び利用できる施設）
第３条 甲は、この協定に基づき、次の施設を福祉避難所として指定する。
⑴ 所 在 地 新発田市中央町５丁目４番２号
⑵ 施 設 名 社会福祉法人いじみの福祉会 パル陽だまり苑

２ 前項の指定にあたり、乙は、福祉避難所として利用できる施設の範囲を定めたうえで、福祉避難
所指定承諾書（第１号様式）を甲に提出するものとする。

（福祉避難所の受入れ対象者）
第４条 この協定により福祉避難所への受け入れの対象となる者（以下「対象者」という。）は、要
配慮者のうち、避難所生活において特別な配慮を必要とする者及びその介助者で、甲が福祉避難所
での避難生活が必要と判断し、乙に受け入れを要請した者とする。

（福祉避難所の開設要請）
第５条 甲は、災害時において、福祉避難所を開設する必要がある場合は、福祉避難所開設要請書（第
２号様式）により、乙に福祉避難所の開設を要請できるものとする。ただし、緊急を要する場合は、
電話又は他の方法で要請を行い、後日速やかに書面を提出するものとする。

（福祉避難所の開設及び受入れ）
第６条 乙は、甲から前条の規定により要請を受けた場合は、施設の被災状況、施設職員の参集状況、
備蓄状況等を踏まえ、受け入れ態勢を迅速に整え、福祉避難所を開設するように努めるものとす

（追加） 協定締結

による追

加
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頁 内容 新 旧 修正理由

る。
２ 乙は、施設職員の安全確保や施設の通常利用者の保護を最優先としつつ、可能な範囲で対象者を
受け入れるよう努めるものとする。

（福祉避難所の運営）
第７条 乙は、福祉避難所を開設した場合は、次に掲げる業務を担うものとし、甲は乙と連携してこ
れに協力するものとする。
⑴ 対象者の受け入れ、生活支援、健康管理及び相談に関すること
⑵ 福祉避難所の管理運営に必要な人員の配置に関すること
⑶ 対象者の健康状態の急変等に対応するための関係機関との連携体制の確保に関すること
⑷ その他、福祉避難所の円滑な運営のため甲の要請により、乙が応じられる事項

２ 甲は、福祉避難所が開設された場合、対象者の受け入れ状況や乙の対応状況等を勘案し、必要に
応じて、職員を当該福祉避難所に派遣し、乙の業務を支援するとともに、連絡調整を行うものとす
る。

（施設の緊急点検）
第８条 乙は、甲から福祉避難所開設の要請があった場合は、夜間、休日等問わず、速やかに施設の
緊急点検を実施するものとする。

２ 乙は、前項の緊急点検の結果、福祉避難所開設の可否を判断し、福祉避難所被害状況等報告書（第
３号様式）により速やかに甲に報告するものとする。

３ 乙は、施設の被災状況、施設職員の参集状況等により、福祉避難所の開設が困難であると判断し
た場合は、電話又は他の方法で速やかにその状況を甲に報告するものとする。

（要支援者名簿の作成）
第９条 乙は、対象者を受け入れるときは、対象者の氏名、年齢、住所等を記載した福祉避難所避難
者名簿（第４号様式）を作成し、適正に管理するものとする。

２ 乙は、甲の要請があった場合、前項に定める名簿を速やかに甲に提供するものとする。

（ボランティア等の人材支援要請）
第 10 条 乙は、第７条に規定する業務を円滑に行うため、必要があると認めるときは、甲に対して
福祉避難所人材支援依頼書（第５号様式）により、職員又はボランティア等の人材支援を要請でき
るものとする。

２ 甲は、前項の要請を受けたときは、必要に応じて、社会福祉法人新発田市社会福祉協議会等の関
係機関と連携して、人材の派遣調整を行うものとする。

（対象者の搬送）
第 11 条 第４条に規定する対象者の福祉避難所への搬送は、原則として対象者の介助者等が行うも
のとする。ただし、甲は、介助者等による搬送が困難であると判断した場合は、乙と連携して対象
者の搬送手段を確保するなどの支援に努めるものとする。

２ 甲は、前項の規定する搬送の支援にあたり、必要に応じて乙に協力を求めることができる。
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頁 内容 新 旧 修正理由

（管理運営の期間）
第 12 条 この協定に基づく福祉避難所の管理運営期間は、福祉避難所の開設日から原則として７日
以内とする。ただし、災害の状況等により開設の延長が必要な場合は、甲乙協議のうえ、期間を延
長できるものとする。

（経費の負担）
第 13 条 甲の要請に基づき、福祉避難所として乙が対象者の受け入れに要した経費のうち、災害救
助法（昭和 22年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるところにより、次に掲げる経費につい
ては、甲がそのの実費を負担するものとする。
⑴ 対象者の介助、健康管理等の支援にあたる者に要した人件費
⑵ 対象者に要した食糧費
⑶ 対象者に要する生活物資（紙おむつ、医薬品、衛生用品等）で乙が直接支払ったものに要し
た費用

⑷ その他、甲乙協議により特に必要と認められる費用
２ 前項に掲げるもののほか、介助者等のために要した費用についても、甲が負担するものとする。
３ 乙が通常負担すべき経費については、原則として甲は負担しないものとする。ただし、甲乙協議
により必要と認められる場合は、この限りではない。

（請求及び支払）
第 14 条 福祉避難所閉鎖後、乙は前条に定める費用を請求書（第６号様式）により、速やかに甲に
請求するものとする。

２ 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を精査したうえで、１か月以内に
乙へ支払うものとする。

（福祉避難所の閉鎖）
第 15 条 甲は、災害による危険がなくなった場合、又は対象者がすべて退所した場合など、福祉避
難所としての目的を達成したと認められるときは、福祉避難所閉鎖通知書（第７号様式）により乙
へ通知し、福祉避難所を閉鎖するものとする。

２ 甲は、福祉避難所の閉鎖にあたり、乙及び関係機関等と連携して、対象者の新たな避難先への移
送を支援するとともに、乙が早期に通常の施設運営が再開できるよう配慮するものとする。

３ 乙は、福祉避難所の閉鎖後、甲に対して福祉避難所の開設運営に係る実績を速やかに報告するも
のとする。

（個人情報の保護）
第 16 条 甲及び乙は、福祉避難所の管理運営にあたり、業務上知り得た対象者及び介助者等の個人
情報について、個人情報保護法その他関連法令等を遵守し、その保護に最大限配慮するものとす
る。

２ 災害対応に必要な範囲で個人情報の取扱いを行う場合は、「災害時における個人情報の取扱いに
関するガイドライン」（内閣府）に準拠するものとする。

（権利義務の譲渡等の制限）
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第 17 条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ
の権利を担保に供してはならない。

（関係書類の保管）
第 18 条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間はこれを保管
しなければならない。

（備蓄）
第 19 条 甲及び乙は、災害時に備えて、飲料水、食糧、衛生用品、医薬品その他要配慮者に配慮し
た非常用物資の備蓄に努めるものとする。

（マニュアルの作成及び訓練）
第 20 条 乙は、甲と連携して、施設の実情に応じた福祉避難所開設・運営マニュアルを作成するも
のとする。

２ 乙は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、平常時から防災訓練等を通じて、福祉避難所開設・
運営マニュアルの検証、見直しに努めるとともに、施設職員に対する研修等を実施するものとす
る。

３ 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加協力するものとする。

（連絡責任者）
第 21 条 この協定に基づく福祉避難所の設置運営に関する連絡調整を円滑に行うため、甲及び乙は
あらかじめ連絡責任者及び連絡先を定め、福祉避難所連絡責任者等報告書（第８号様式）により相
手方に通知するものとする。

２ 前項の連絡責任者等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に通知するものとする。

（情報交換）
第 22 条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行い緊急
時に備えるものとする。

（協定の解除）
第 23 条 甲は、乙がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達成すること
ができないと認めるときは、これを解除できるものとする。

（有効期間）
第 24 条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の
解除又は変更、異議の申し立てがない限り、毎年自動更新されるものとする。

２ 甲及び乙は、災害事例や法令改正等の状況を踏まえ、概ね３年ごとに協定の内容について協議
し、必要に応じて見直しを行うものとする。

（疑義の解決）
第 25 条 この協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定
するものとする。
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通を保有する
ものとする。

令和７年 9月 19日

甲 新発田市中央町３丁目３番３号
新発田市
新発田市長 二階堂 馨

乙 新発田市中央町５丁目４番２号
社会福祉法人いじみの福祉会
理事長 馬場 成男

新 災害時に
おける福
祉避難所
の設置運
営に関す
る協定

災害時における施設利用に関する協定書

新発田市（以下「甲」という。）と下越福祉行政組合（以下「乙」という。）は、次のとおり、災害時における救護

所としての施設利用に関する協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、大規模な災害により救護所の設置が必要な場合に、甲が乙の施設に新発田市地域防災計画に定

める「救護所」を設置及び運営することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

（救護所の定義）

第２条 この協定書において「救護所」とは、初期救急医療、トリアージを伴う医療救護活動を実施する施設をいう。

（救護所設置場所の指定）

第３条 救護所設置場所は、次のとおりとする。

所在地 新発田市本町１丁目１６番１４号

施設名 新発田地区救急診療所・休日救急歯科診療所

（施設等の利用範囲）

第４条 救護所として利用できる範囲は、前条で規定する施設及び駐車場とする。

２ 施設内に設置又は配備されている医療機器、医療機材、通信機器、備品類、薬剤及び消耗品等については、必要

に応じて全て使用できるものとする。

（救護所の開設要請）

第５条 甲は、発災後、救護所の開設が必要と判断した場合は、乙に対し救護所開設届の提出により救護所の開設を

要請できるものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法により要請を行い、後日、速やかに

書面を提出するものとする。

（追加） 協定締結

による追

加
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２ 甲は、救護所開設に当たり、必要に応じて二次災害を防止するため、早急に応急危険度判定員を派遣し、施設の

安全性について調査を行うものとする。

３ 乙は、救護所開設に当たり、指定管理者と本来業務の停止に係る調整を行うとともに、そのほか、開設に係る準

備等に協力するものとする。

（救護所の管理運営）

第６条 救護所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。

２ 救護所の管理運営について、甲は必要に応じて乙に協力を求めることができるものとし、乙は甲に協力するもの

とする。

（開設期間）

第７条 救護所の開設期間は、災害発生から７２時間以内とする。ただし、災害の状況等により期間を延長する必要

がある場合は、甲は乙と協議の上、延長することができるものとする。

（救護所閉鎖への努力）

第８条 甲は、乙が早期に本来業務を再開できるよう配慮するとともに、救護所の早期閉鎖に努めるものとする。

（原状回復義務）

第９条 甲は、救護所を閉鎖する際は、乙に救護所閉鎖届を提出するとともに、当該施設を原状に復し、乙の確認を

受けた後、乙に引き渡すものとする。

（費用負担）

第１０条 甲は、救護所の管理運営に係る費用及び使用した薬剤、消耗品に係る費用を負担するものとする。

２ 甲は、故意又は過失により施設や医療機器、医療機材、通信機器又は備品類を荒廃、き損又は紛失した場合には、

遅滞なく甲の費用負担において復旧修繕、弁済しなければならない。

３ 施設使用に係る賃借料は無償とする。

（訓練等）

第１１条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加協力するものとする。

（連絡責任者）

第１２条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、災害時において速やかに相互に連絡を取れる体制をとるもの

とする。

（情報交換）

第１３条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に行うため、平時から情報交換を行い、緊急時に備えるものと

する。

（有効期間）
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第１４条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除、変更又は

異議の申立てがない限り、さらに１年間自動更新されるものとする。

（疑義の解決）

第１５条 この協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。

令和７年１０月３１日

甲 新発田市中央町３丁目３番３号

新発田市

新発田市長代理

副市長 伊藤 純一

乙 新発田市中央町５丁目４番７号

下越福祉行政組合
管理者 新発田市長 二階堂 馨

311 過去の火

災状況

11-２ 過去の火災発生状況

※市町村合併前の数値を含む。令和 7年 11 月 1 日現在（資料：消防年報）

11-２ 過去の火災発生状況

※市町村合併前の数値を含む。令和 6年 11 月 1 日現在（資料：消防年報）

時点修正

312 気象統計 ⑴ 気象概況（観測地点：新発田消防署）

令和 7年 11 月 1日現在（資料：消防年報)

⑴ 気象概況（観測地点：新発田消防署）

令和 6年 11 月 1 日現在（資料：消防年報)

時点修正

年 火災件数 焼損棟数 損害額
（千円）建物 林野 車両 その他 計 全焼 半焼 部分焼 ぼや 計

R3 12 0 3 6 21 8 0 2 14 24 26,916
R4 10 0 2 2 14 4 1 4 9 18 41,450
R5 13 0 0 2 15 6 1 11 5 23 74,844
R6 15 0 2 3 20 8 0 7 16 31 209,644

年 火災件数 焼損棟数 損害額
（千円）建物 林野 車両 その他 計 全焼 半焼 部分焼 ぼや 計

R3 12 0 3 6 21 8 0 2 14 24 26,916
R4 10 0 2 2 14 4 1 4 9 18 41,450
R5 13 0 0 2 15 6 1 11 5 23 74,844

（追加）

年別
気温(℃) 年間

降水量
（㎜）

最多
風向

年間最大
風速
(m)

天候日数

平均 最高 最低 快晴晴 曇天 降雨雪

R3 14.4 37.7 -6.0 1,924.5 東南東 32.2 119 180 66
R4 14.3 36.8 -4.4 2,132.5 東南東 26.1 166 114 85
R5 15.3 38.7 -5.9 1,705.5 南東 25.9 170 93 102
R6 15.1 37.3 -2.2 2,034.5 北 27.7 160 126 80

年別
気温(℃) 年間

降水量
（㎜）

最多
風向

年間最大
風速
(m)

天候日数

平均 最高 最低 快晴晴 曇天 降雨雪

R3 14.4 37.7 -6.0 1,924.5 東南東 32.2 119 180 66
R4 14.3 36.8 -4.4 2,132.5 東南東 26.1 166 114 85
R5 15.3 38.7 -5.9 1,705.5 南東 25.9 170 93 102

（追加）
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312 気象統計 ⑵ 過去の最大積雪深 （ｍ） ⑵ 過去の最大積雪深 （ｍ） 時点修正

地区
年度 市街地 赤谷 菅谷 川東 豊浦 紫雲寺 加治川 平均

R3 0.71 1.68 0.96 － 0.50 0.28 0.53 0.776
R4 0.86 1.38 1.36 － 0.75 0.39 0.85 0.931
R5 0.43 0.67 0.64 － 0.52 0.32 0.53 0.518
R6 0.89 2.03 1.73 － 0.79 0.34 0.68 1.08

地区
年度 市街地 赤谷 菅谷 川東 豊浦 紫雲寺 加治川 平均

R3 0.71 1.68 0.96 － 0.50 0.28 0.53 0.776
R4 0.86 1.38 1.36 － 0.75 0.39 0.85 0.931
R5 0.43 0.67 0.64 － 0.52 0.32 0.53 0.518

（追加）


